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1　経　済　の　概　況

本市は5 1万余の人口を有し、北九州市、福岡市につぐ九州第3位の瓢市である.人口は今後本市の都市

集積の結果、昭和6 0年には6 0万人となることが予想され、県内における人口のウェ-トも4 5年の2 5

%より3 5%になると予測されている。

本市をとりまく経済環境は着々と整備されつつある.すなわち昭和4 6年4月に新熊本空航がオーフ。ンし・

5 0年3月には新幹線も博多まで開通するなど、熊本も全国主要都市との時間距離を短蘇することになっ

た。 4 6年7月に熊本・植木間で産声をあげた九州自動車道も逐次その足をのばし、 5 4年3月には中国自

動車道と接続した。これは別府・阿蘇道路、鹿児島本線の電化複線化の整備と相まって、本市が九州の位置

的中心という諸条件から今後九州における交通拠点としての性格を強めるものと思われる。

更に国鉄新幹線の熊本までの延長、流通センターの建設、賠本港の建設、産業文化会館の建設などは今ま

で脆葬であった本市経済基盤の集積をたかめる要因となろう。

また、産業構造を産業別市民所得(昭和5 1年)でみてみると、本市は第1次産業が1.5%、第2次産業

1 8.8%、第3次産業7 9.7%であり、居住地主義でこれを産業別就業人口推計(昭和5 1年)でみると、

それぞれ4.5%、 21.2%、 74.1%となっている。

本市は第3次産業のウエートが特に高い商業、サービス業を中心とした消費型都市ということができるo
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2　商　　業.

(1)業種別商店数・従業員・年間販売額

(昭和5 1年商業統計調査結果)

業 種

商 店 数

▼従 業 員 数 年 間 販 売 額
商 店 数 構 成 比

合 計 1 2 ,7 0 4

一 %

7 0 ,9 8 8

百万 円

1 ,2 7 7 ,8 8 7

卸 小 売 業 計 9 ,6 3 0 5 8 ,2 8 5 1 ,2 4 4 ,8 0 9

卸 売 業 計

各 種 商 品 卸 売 業

2 ,2 3 6 1 0 0

1 .5

2 5 ,2 0 0

3 6 0

9 2 8 ,7 7 8

6 ,6 0 0繊 維 品 卸 売 業 3 3

衣 服 身 の ま わ り 晶 卸 売 業 1 9 0 8 .5 1 ,8 4 1 3 6 ,7 0 4

農 畜 産 物 . 水 産 物 卸 売 業 2 9 4 1 3 .1 3 .5 3 0 2 9 4 ,4 7 8

食 料 . 飲 料 卸 売 業 3 2 3 1 4 .5 3 .2 0 1 1 1 0 ,6 1 6

医 薬 品 . 化 粧 品 卸 売 業 1 4 2 6 .3 2 ,3 1 4 6 1,6 3 5

化 学 製 品 卸 売 業 6 6 3 .0 6 8 1 1 7 ,4 7 2

鉱 物 . 金 属 卸 売 業 6 8 3 .0 8 2 9 6 9 ,4 7 4

故 械 器 具 卸 売 業 4 8 3 2 1 .6 6 ,4 0 4 1 8 8 ,9 8 7

建 築 材 料 卸 売 業 2 7 0 1 2 .1 2 ,8 2 2 7 7 ,7 8 3

家 具 . 建 具 . じ ゆ う器 卸 売 業 1 1 0 9 8 3 3 1 7 ,3 6 8

再 生 資 源 卸 売 業 5 2 2 .3 2 7 1 2 ,3 9 4

そ の 他 の 卸 売 業 2 0 4 9 .2 2 ,1 1 4 4 5 ,2 6 8

代 理 .商 . 仲 立 業 1 0 J、

小 '.>」 等 計

各 種 商 品 小 売 業

7 ,3 9 4

1 9

1 0 0

0 .3

3 3 ,0 8 5

4 ,0 9 8

3 1 6 ,0 3 1

6 6 ,3 9 0

織 物 .衣 服 .身 の まわ り晶 小 売 業 8 9 9 1 2 .2 4 ,5 4 3 3 7 ,4 7 1

飲 食 料 品 小 売 業 3 ,4 1 1 4 6 .1 1 0 ,1 2 1 7 4 ,7 7 4

自 動 車 .自転 車 . 荷 車 等 小 売 業 3 2 8 4 .4 2 ,7 3 7 4 4 ,5 5 7

家 具 . 建 具 . じ ゆ う器 小 売 業 7 1 5 9 .7 2 ,7 9 2 2 5 ,4 1 5

そ の 他 の 小 売 業 2 ,0 2 2 2 7 .3 8 ,7 9 4 6 7 ,4 2 3

飲 食 店 3 ,0 7 4 1 0 0

l

1 2 ,7 0 3 3 3 .0 7 8
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(2)業種別・規模別従業者数

業 準 計
1 ′) 3 ～ 5 ~ lo ′一 2 0 ′) 3 0 ′〉 5 0 ′) 1 0 0 人

2 人 4 人 9 人 1 9 人 2 9 人 4 9 人 9 9 人 以 上

合 計 5 8 ,2 8 5 7 ,4 8 3 7 ,6 3 5 1 0 ,2 8 8 8 ,8 7 3 4 ,8 5 6 5 .0 7 4 5 ,3 7 0 8 ,7 0 6

卸 .売 業 計 2 5 .2 0 0 6 1 7 1 ,8 0 1 4 ,5 2 1 5 ,2 0 0 2 ,7 4 4 3 ,0 6 2 3 ,7 4 1 3 ,5 1 4

各 種 商 品 卸 売 業

6 7 1 1 白 4 7 3 2繊 維 rt ii ff p 売 業 3 6 0 8 2 1 6 7 -

衣 服 . 身 の ま

わ り 晶 卸 売 業
1,8 4 1 7 1 1 3 2 4 6 6 4 0 7 1 4 5 1 8 4 2 2 9 2 0 7

禁 産 ㌔ 者 売 箕
3.5 3 0 8 6 2 7 1 5 5 9 5 9 1 1 9 4 4 1 3 4 9 9 9 1 7

食 料 . 飲 料 卸 売 業 3,2 0 1 1 2 6 2 2 4 5 9 0 6 7 5 4 8 5 3 9 3 4 7 2 2 3 6

医 薬 品 . 化 粧

品 卸 売 業
2,3 1 4 2 3 8 3 2 5 2 4 3 6 4 4 0 2 3 9 4 9 4

5 2

3 4 7

H,i.,l|
卸 売 6 8 1 9 8 0 1 3 9 1 5 3 9 4 3一6 1 7 0

算 賀 蒜 裏 曇
8 2 9 9 6 3 1 2 3 1 9 4 9 0 1 5 8 1 4 0

機 械 器 具 卸 売 業 6,4 0 4 8 5 4 5 0 1 0 8 1 ,1 0 0 5 1 5 7 7 0 1 ,1 2 5 1,3 4 1

建 築 材 料 卸 売 業 2 ,8 2 2 7 9 2 0 8 4 9 4 6 8 7 4 0 4 3 9 9 5 5 1

家 具 . 建 具

じ ゆ う 器 卸 売 業
8 3 3 2 9 1 0 7 2 3 4 2 2 3 2 1 1 1 4

3 2 4

1 0 5

再 生 資 源 卸 売 業 2 7 1 3 6 3 4 1 1 0 4 6 4 5 - -

そ の 他 の 卸 売 業 2 ,1 1 4 5 6 1 2 8 4 IS 9 5 7 0 2 6 4 1 4 7 1 5 6

代 理 商 . 仲 立 業 J: ∫ - I -

小 売 業 計 3 3 .0 8 5 6 ,8 6 6 5 .8 3 4

7 2 2

5 ,7 6 7

1 ,1 1 4

3 ,6 7 3 2 ,1 1 2 2 ,0 1 2

2 4 6

1 ,6 2 9 5 ,1 9 2

各 種 商 品 4 、売 業 4 ,0 9 8 l l - - 3 0 7 3 ,7 8 0

放 物 . 衣 服 . 身

O i l , O fn 小 売 尊 4,5 4 3 6 8 3 8 7 4 3 2 3 3 3 2 2 4 9

飲 食 料 品

/j、 冗 業
1 0 ,1 2 1 3 .4 2 3 2 ,8 5 2 1 ,9 9 5 8 8 1 3 6 2 3 6 7 1 1 9 1 0 0

自 動 車 . 自 転 車
荷 車 等 小 売 業 2,7 3 7 2 8 7 1 9 3 2 7 8 2 6 3 3 5 7 1 0 9 2 0 9 1,0 4 1

家 具 . 建 具 . じ

ゆ う 器 4 、売 業
2,7 9 2 6 3 9 6 4 5 6 2 4 3 1 9 2 1 4 2 8 1 7 0 -

そ の 他 の 小 売 業 8,7 9 4 1 ,8 2 3 1 ,4 2 2 1 ,7 5 6 1 ,3 3 6 8 5 6 1 .0 0 9 5 9 2 -
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3　工　　業

(1 )産業別事業所数・従業者数・製.遺品出荷額等　　　　　　　　(昭和52年工業統計調査結果)

産 業 中 分 類

事 業 所 数 従 業 者 数 製 造 品 出 荷 額 等

昭 和 5 1

年 実 数

BS *D 5 2 年 昭和 5 1

年 実 数

昭 和 5 2 年 昭 和 5 1

* -̂ サ

昭 ォ 5 2 年

実 数 構 成 比 実 数 構 成 比 実 数 構 成 比

総 数

食 料 品 製 造 業

1 ,4 6 6

1 9 6

1,4 0 6

4 7 8

%

1 0 0

3 4 .0

2 4 ,3 2 3

7,1 4 9

2 3 ,4 3 1

6 ,9 8 7

%

1 0 0

2 9.8

百 万 円

1 9 5,5 0 7

8 0,6 7 1

育 "5 R

2 1 9.1 6 6

9 2,6 1 4

%

1 0 0

4 2 .3

級 維 工 業 3 4 3 1 2 .2 1 .0 2 0 7 5 9 3.2 8.5 9 9 7,9 9 6 3 .6

衣 服 . そ の 他 の餓 維 製 品製 造 業 7 3 7 2 5 .1 1 ,3 8 6 1,4 0 8 6 0 3 ,7 6 0 4 ,3 5 7 2▼0

木 材 . 木 製 品 製 造 業 9 7 8 7 6 ー2 7 7 0 6 7 3 2.9 7,0 9 5 7,4 9 8 3 二4

家 具 . 装 備 品 製 造 業 1 3 4 1 2 5 8 .9 1 ,0 1 9 9 0 7 3▼9 5 ,1 6 1 5,1 7 2 2.4

パ ル プ . 紙 . 紙 加 工 品 製 造 業 2 6 2 7 1.9 4 3 2 4 2 0 1.8 2 ,3 0 0 2 ,4 4 7 1ー1

出 版 . 印 刷 . 同 関 連 産 業 1 6 9 1 6 1 l l.5 2 ,7 0 9 2 ,6 1 7 l l.2 1 4 ,0 0 3 1 5 ,4 8 3 7.1

化 学 工 業 2 6 1 9

5

2

2

5 6

1.3 5 8 3 3 8 1 0 3 .5 8 ,2 6 5 8 ,9 1 8 4▼1

石 油 . 石 炭 製 品 製 造 業 5 cu 2 2 3 0

tr

tr

7 5 2

0 .1

tr

、r

3 ▼2

2 3 5 2 3 1 0 .1

ゴ ム 製 品 製 造 業 3 0.1 9 8 5

こと.

7 4 8

7 ,2 2 8 I:ど

J 、

5 ,9 4 9

tr

皮 革 . 同 製 品 製 造 業 1 0.1 Lr 、r

窯 業 . 土 石 製 品 製 造 業 5 6 4 .0 5 ,0 5 1 Ll.7

鉄 鋼 業 1 9 1 9

2

1 3 6

1.3 5 3 0 8

J l

1.5 9 4

2 3 0

12=

1.7 7 0

1.0

1.ど

7.6

2 ,2 6 2 1,2 6 0

I.ど

l l ,8 0 3

0 .6

非 鉄 金 属 製 造 業 2 0.1 -2ニ こr

金 属 製 品 製 造 業 1 3 8 9 .7 9 ,4 7 5 5.4

一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 4 5 8 4 .1 2,2 7 8 1 ,9 8 9 8 .5 1 6 ,5 4 8 1 7,9 5 6 8.2

電 気 機 械 器 具 製 造 業 1 0 1 0

8

8

1 0 0

0 .7 2,1 9 1 2 ,2 2 5 9.5 1 9 ,9 0 8 2 3 ,5 2 2 1 0.7

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 l l O .e 1 3 3 8 8 0.4 9 6 8 6 0 6 0.3

精 密 機 械 器 具 製 造 業 9 0 .6 6 2 6 2 0.3 2 3 9 2 7 3 0.1

そ . の 他 の 製 造 業 9 3 7 .1 6 7 2 6 3 3.3 3 ,6 5 8 5 ,0 0 3 2 .3
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(2)規模別事業所数・従業者数・製造品出荷額等　　　　　　　(蜘5 2年工業鰍調嶺果)

規 模

事 業 所 数 従 業 者 数 製 造 品 出 荷 額 等

昭 和 5 1

年 実 数

昭 和 5 2 年 昭 和 5 1

年 実 数

昭 和 5 2 年 昭和 5 1年

* ォ

昭 和 5 2 年

実 数 構 成 比 実 数 構 成 比 * サ 構 成 比

総 数 1,4 6 6 1.4 0 6

%

2 4 ,3 2 3 2 3 ,4 3 1

% 首 万円 盲万円 %

1 0 0 1 0 0 1 9 5,5 0 7 2 1 9.1 6 6 1 0 0

3 人 以 下 4 7 0 4 5 2 3 2.1 1,0 2 2 9 7 6 4 .2 2 .9 8 0 2.7 6 7 1.3

4人 〉 9人 5 7 1 5 3 5 3 8 ー1 3 ,3 8 3 3,1 7 0 1 3.5 1 8.1 3 2 1 9.7 9 8 9 .0

1 0 A ~ 1 9 A 1 9 6 2 1 3 1 5.2 2 ,6 9 8 2,8 9 2 1 2 .4 2 0 ,3 1 1 2 3 ,2 5 3 1 0 .6

2 0 人 2 9 ¥ 9 5 8 6 6二1 2 .3 0 8 2 ,1 2 9 9 ユ 1 5,5 4 1 1 8 こ0 7 1 8 .2

3 0A ~ 4 9 A 5 6 4 8 3.4 2 ,1 3 1 1,8 5 6 7 .9 1 8 .6 2 6 1 5,0 5 0 6 .9

5 0 A ~ 9 9 A 4 7 3 8 L .7 3 ,2 0 1 2 .6 3 0 l l .2 3 1.5 3 1 2 8 ,2 3 8 1 2 .9

1 0 0A ~ 1 9 9A 1 7 2 0 1ー4 2 ,4 0 9 2 ,7 4 5 1 1ー7 2 9 .7 1 0 4 2 ,7 8 3 1 9 .5

2 0 0人 '2 9 9人 5 5 0.4 1.1 5 0 1 ,1 0 6 4 .7 7 ,8 4 7 1 0 ,4 5 8 4 .8

3 0 0人 〉4 9 9人 5 6 0.4 2,3 2 4 2 ,7 1 0 l l.6 1 5 ,8 6 7 2 5,5 4 1 l l .7

5 0 0 人 以 4 3 0 .2 3 ,6 9 7 3 ,2 1 7 1 3.7 3 4 .9 6 3 3 3,2 0 7 1 5 .1

(3)工業用地現況

種 別 地 域 名 面 積 備 考

工 十禅 寺 、 日吉 、川 尻
h a

3 3 2
主ち豊等 指霊 3 4.3 h a

準 工 業 地 域

南無 本 、田 迎、蓮 台 寺

高野 辺 田、 田崎 、上 無太

健 軍

7 9 5

合 計 1, 1 2 7
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(4)鉄工団地　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭54.4. 1現在)

中小企業近代化の一環として、市内に散在していた1 7企業が.昭和4 0年度に通産省の許可を受け、工

場等集団化事業を推進. 4 2年度に完成、県下唯一の鉄工団地として,建築,農林.水産.設備器具関係等

種々の特色ある金麻製品の製造又は金属加工を行っている。

名　　　　称　無本総合鉄工団地協同組合

所　　在　　地　無本市長嶺町2331番地

代　　表　　者　理事長　　前田　秀喜

設立年月　日　昭和39毎10月27日

組合員絵資本金116,250千円

出資金絵額　　9,490千円

年間生産額　4,070,000千円

敷　地　面　積　74,363irf

建　物　面　積　35,200nf

従　業　員　数　　　538人

加入企業数　　　12企業

(5)熊本流通業務団地造成事業

流通機能の合理化と都市機能の維持増進を図り、あわせて物価対策に資するため、市南部の適地に鰭本

流通センターを計画する。

本計画は、 「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づき流通業務施設と関連公共施設を計画的に整

備するものである。

これによD新しい流通業務市街地が整備まれ、物苑の拠点として都市の流通機能を高めるとともに、南

部地域の発展策としても期待が寄せられているO

事業の名称　　熊本流通業務団地造成事業

事業主体　　　熊　本　市

位　　　置　　　熊本市南部地区

規　　模　　流通業務地区　50ha

事業期間　　　昭和54年度～60年度
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4　中　小　企　業

(1)中小企業金融対策

ア　中小企業金融制度一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭54. 5. 1現在)

制 度 名

(発足 年 月 日 )
目 的 対 象 使 途 貸 付 限 度 貸 付 期 間 及 び 利 率

保 証 料

( 実質保証料 )

保 証 人
返 済 方 法 相 談 . 申込 先 坂 扱 金 融 後 閑

市 預 託 条 件 県 保 証 協 会 再 預 託 条件

担 保 予 算 利 率 融資 枠 預 託 機 関 利 率 預 託 機 関

4、 口 資 金

市 内中小零細 企業者 の小 口資 金

の融 資を 円滑 に しそ の経営 の質

.市 内に 1 年以 上居 住 し、か つ

同 一事業 を 1年 以上経 営 して
運 転 資 金

3 0 0 万 円以内

3 0 カ月.…‥年 6 .2 5 %

4 5 カ月‥….年 6 .3 5 % 年 0.4 8 %

2 0 0 万 円以 内

.‖1名 以上 毎 月 元 金 市 商 工 課

肥 後 銀 行

千円

2 0 6 ,5 0 0

%

出掴 金 の

千円

( 3 0倍 ) 県 信 用

%

肥 後 銀 行融 資 的 向上を はかる い る中小 企業者
設 備 資 金 6 0 カ月.…‥年 6 .5 0 % 20 0万円以内に限 り 2 0 0 万 円超

均 等 分 割

商 工 会 議P所 た め無 利

(昭3 8 . 8 . 7 )
.従業 員 2 0 人以下 の企 業 設備資 金の場合 6 カ月の

据置 を認め る

'2 V .M は市色相 ‥ー2 名以上

原 則 と して徹 し

な い

( 常 時 ) 息 6,1 95,0 00 保 証 協 会

無 担 保

無 保 証 人

融 資

市内 中小 零細 企業者 の小 口資 金

の融資 を 円滑 にす るため に無担

保無保 証人 で融資 しその経営 の

質 的向 上 をはか る

.市内 に 1年 以上居住 し、 かつ

同～事 業 を 1 年以 上経営 して

い る中小企 業者

.従業 員 5 人以 下 (商 業 .サ ー

運 転 ft *

2 5 0 万 円以 内

2 0 カ月… …年 6.5 0 %

2 0 t> E|

年 0.5 5 2 5 %

4 0 カ月 不 要

不 要

毎 月 元 金 市 商 工 課

肥 後 銀 行 1 3 ,0 0

出掴金 の

(3 0倍 )

肥 後 銀 行
(昭4 6. 5. 1 ) ビ ス業 は 2人 以下 )の企業 者

. 市民税 の所得 割 を有 し、納税

してい る者

設 備 資 金 4 0 カ月..…一年 6.7 5 %
年 0 .5 1 %

15 0万 円以内に限 り

2分の 1は市負担

均 等 分 割

商 工 会 議 所

( 常 時 )

ため無利

息 3 90,0 00

県 信 用

保 証 協 会

経 営 安 定

資 金 融 資

中小企 業 の経 営の合 理化及 び長

期的 な安 定 な らび に企業の体質

改善の た め、必 要 を長 期資金 の

融資 を行 いその経営 の長期的安

市内 に 1 年以 上居住 し、 かつ

同 I * 業 を 1 年以 上経 営 して

い る中小企業 者 運 転 資 金

8 0 0 万 円以 内

ただし通産省認

定の倒産関連中/j、

企業者、鉱業、建

設業、製造業及び

3 6カ月以 内… …年 6 .2 5 %

6 0九日以 内… …年 6 .5 0 %

8 4カ月以 内… …年 6 .7 5 %

年 0.5 4 %

2 0 0 万円以 内

‥ー1 名以 上

2 0 0 万円超

… 2 名以 上

毎 月 元 金 市 商 工 課

商 工 会 議 所

肥 後 銀 行

肥 後 相 互 銀 行

熊 本 相 互 銀 ^一 8 30 ,0 0 0 ヰ 1.7 5 ( 3倍 ) 県 信 用
年 2.5 0

肥 後 銀 行

肥 後 相 互 銀 行

(昭 4 7 . 4 . 1 )

定 と事業 の健全 を発展 を図 りも

っ て本 市 中小企 業の振 興に寄与

す るこ とを目的 とす る

設 備 資 金 特に市長が認めた

者 1.5 0 0万円以内

( 6 カ月の据置 を認 める)

必要に応 じ徹する

均 等 分 割 ( 常 時 )
is

熊 本 信 用 金 庫

熊本第一信用金 庫

2,4 90,0 00 保 証 協 会
熊 本 相 互 銀 TJ

熊 本 信 用 金 庫

熊本 第一l.信用金庫

大 規 模 小 売 店

大規模 小売店 出店 に よ り売 上が

著 しく減 少 した その周辺 の中小

小売 業者 に対 し、大 規模小 売店

.市 内に 1年 以上居 住 し、か つ

同 .一事業 を 1 年 以上経 営 して

いる中小 企業者

運 転 資 金

8 0 0 万 円以内

2 0 0 万 円以 内

3 0 0 5 'R lt内

必 要資金 の 8 0

"サ)蝣内

5 0 0万 円以 内

7 2カ月以 内……年 6▼2 5 %
年 0.5 4 %

年 0 .5 9 5%

2 名以上

必要に応 じ徹す る

1名以 上

6カ月又は 1 2 カ月 市 商 工 課 肥 後 銀 行

1 0 0-0 0 0

5 0.0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

年 2.2 5

年 1.5 0

年 1.2 0

( 3倍) 県 信 用

年 2.7 5

年 1.5 0

年 1.2 0

肥 後 銀 行

対 策
対策 と して経 営 の近 代化 を促 進

す るため必 要 夜資金 を融資 し

.大 規模小 売店 出店 で売 上高 に

著 しく影 響を受 けた周 辺の 中

据 置 後

毎 月 元 金 (芸 票 禁 )

市 商 工 課

肥 後 相 互 銀 行

熊 本 相 互 銀 行

肥 後 相 互 銀 行

熊 本 相 互 銀 行

特 別 融 資

(昭 5 i.i l . i ;

特 別 短 . 期

0 - * 昏

(昭4 8. 4. 1 )

開 業 . 伝 .業

資 金 融 資

(昭 4 9▼4 . 1 )

もって本市 中小企業 の振興 に寄

与 する

中小企 業者 に対 し短 期資金 の融

資 を行 い、その金融難 を横和 し

小企 業者 で、大 規模小売店 が

坂 扱 う商 品を販売 してい る も

の

.市 の企業診 断 を受 け る もの

市内 に 1 年以 上居住 L、 か つ

同一 事 業 を 6 カ月以 上経営 し

設 備 資 金

運 転 資 金

轟 芸芸呈 1< 2 カ7 l

1 2 カ月以 内l.-年 5.7 5 %

均 等 分 割

毎 月 元 金

熊 本 信 用 金 庫

熊本第一「調 金 庫

肥 後 銀 行

;sno .0 0 0

( 2倍 )

保 証 協 会

県 信 用

熊 本 信 用 金 庫

熊本 第一信用金庫

肥 後 銀 行

て 中小 企業 の振興 と健 全 を発 展

を図 る

市内の商 工業 に勤務 する従業 員

に対 し独立開業 の道 を開 くた め

の資金及 び小規 模事業者 が事業

転 換に要 す る資金 を融資 し、 も

て いる中小企 業者

.開 業…市 内 に 1 年以上住 所 を

有 し、満 2 5才 以上 の者で市

内の同一 事業所 ま たは=市内の

同 一業種 に継続 して 2 年以 上

設 備 資 金

運 転 資 金

設 備 資 金

( 2 カ月の掘匿を認 める)

3 6 カ月……年 5.6 0 %

原則 として徹 し

% !/>

2 名以 上

、、要に応 じ徹する

均 等 分 割

6 カ月又は 1 0カ月

据 置 後

商 工 会 議 所

( 常 時 )

市 商 工 課

熊 本 信 用 金 庫

熊本第→言同金 庫

肥 後 銀 行

100 ,00 0

( 3倍 )

保 証 協 会

県 信 用

熊 本 .信 用 金庫

熊本第一信用金庫

肥 後 銀 行つて 中小 企業の振 興 を図 る こと

を目的 とす る

勤務 し、 同一業 種 を市内で営

も うとす る者

.市 が実施 す る経 営指導 を受 け

る者

転業 …市 内で同 一事業 を継 続

して 3年 以 上経営 し、市内 で

転 業 しよ うとす る者

( 6 カ月の据置 を置 く )

6 0 カ月……年 5.8 5 %

( 1 0 カ月の据 置を置 く )

毎 月 元 金

均 等 分 割

(.常 時 )
6 00,0 00 保 証 協 会
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制 度 名

( 発足年月日)
E] 的 対 象 使 途 貸 付 限 度 貸 付 期 間 及 び 利 率

保 証 料

(実質保証料 )

保 証 人
返 済 方 法 相談 . 申込先 坂 扱 金 融 後閑

市 預 託 条 件 県 保証協会再預託 条件

担 保 予 算 利 率 融 資枠 預 託 概 関 利 率 預 託 機 関

公 害防止施設
市内中小企業者が公害防止施設

の設置 もしくは改善に要する資

.市内に 1年以上居住 L t かつ

同一事業を 1年以上経営 して

設 備 資 金 500 万円以内

84カ月以内 年5.75%

(.6カ月の撫匿を認める)
年 0.5 1 % 2名以上 毎 月 元 金 市 商 工 課

月巴 後 銀 行

千円

10,0 0 0'

%

年 1.5 0
( 2fS l 県 信 用

..

年2.5 0 肥 後 銀 行資 金 融 資

(昭4 6 .l l. 1 )

金を融資 し、市民の健康の保護

生活環境の保全をはか る

いる中小企業者

.公害防止に閑 し県知事の認定

を受けられる者

市が年率 4.0 0 ' の利子

編給をおこなう

(全額市負担 )

必要に応じ徹する
均 等 分 割

(常 時 )

H

20,00 0

L]

保 証 協 会

高 度 化
市内の中小企業者等が草葉の高

度化または近代化を行 うことに

事業協同組合 .商店街振興組

杏 .環境衛生同業組合及びそ 運 転 資 金

i*a &

5 .0 0 0 5 円川内

8 4 カ月以内

…年 6.0 0 % 以内
保証を付ける 2名以上

必要に応じ徹する

元金均等分割

坂扱金 融故関

商工j阻合中央金庫 100ー00 0 年 0.8 0 ( 4倍) 商 工 巌 合
ft 奇 対 し、必要夜資金の融資を図 り の姐会員 1組合員 運転資金は3 6 カ月以内 場合

(常 時 )

(昭4 4ー4. 1 )
もって中小企業の振興に寄与す

ることを目的とする

設 備 資 金 1,00 0万円以内 (12カ月以内の据置を認

める )

年 0.9 0 % 以内 400,00 0 中 * & ft

中 元 . 年 末

資 金 融 資

(昭28 . 6 . 1 )

市内中小企業者の中元、年末時 市内で1年以上同一事業を経

短 期

運 転 資 金

200 万円以内 4 カ月以内…年7.0 0 % 保証を付ける

金融機関の定めるところによる

頼政金融機関 市内各相互銀行

300,0 0 0

年 3.2 5

( 3倍)

9 00,0 00

市内各相互銀行

/

現の資金需要 に対する金融を円

滑にし、その育成振興をはか る

営する中4 、企業者 tfl &

5 0 0 万円以内

保証付の場合年6▼5 0 % 場合

年 0.9 0 % J'(内 匿 .6 8 二: 芸]

市内音fs ffl * *

商工組合中央金庫

縫合食品信用姐合

商 銀 信 用 組 合

年 2.7 5

年 3.2 5

年 2.5 0

市内各信用金庫

商工組合中央金庫

絞釦脚 組合

商 銀信 用 組 合

- 般 開 業

資 金 融 資

(昭 54 .4ー20 )

市内で新た咋小規模事業を営む

者に必要な資金を融資 し、中′J、

企業の振興をはかる

.市内に3 年以上住所を有 し、

現住所に引き続き2 年以上居

住 している満 2 5 才以上の者

.市内で開業する者

運 転 資 金

設 備 資 金

20 0万円以内
6 0 九日以内..….年 6.3 5 %

( 6 カ月の据置を認める)
協 会 料 率 2名以上

X *

均 等 分 割
市 商 工 課 肥 後 銀 行 100,0 0 0 年 2.5 0

( 3倍 )

3 00,00 0
肥 後 銀 行
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イ　融　資　状　況

区 分

制 度 名

5 2 年 度 5 3 年 度

件 数 牟 額 件 .数 金 額

小 E] 資 金 融 資 1.3 5 1

千円
2,5 2 5,8 5 0 1,1 6 2

千円
2,3 1 0,6 5 0

無 趣 保 無 保 証 人 融 資 8 8 1 2 7 9 0 0 6 8 1 0 6,0 0 0

経 営 安 定 資 金 融 資 3 9 2 1,7 6 8.0 0 0 3 2 4 1,4 6 1,1 0 0

大 規 硬 小 売 店 対 策 特 別 融 資 9 4 5,8 0 0 2 1 4,0 0 0

特 別 短 期 資 金 融 資 1 2 3 1 3 4,8 5 0 9 0 1 1 4,3 0 0

開 業 等 資 金 融 資 1 4 0 2 6 1,1 0 0 1 7 3 3 9 2,5 0 0

高 度 化 資 金 敵 . 餐 1 3 2 3 9.3 5 0 24 17 0,6 0 0

公 害 防 止 施 設 資 金 融 資 3 6,0 0 0 2 4,0 0 0

中 元 . 年 末 資 金 融 資 7 2 3 1.0 7 4,9 0 6 6 5 6 9 8 2,5 0 5

消防用設備 等整備資金融資(53年鹿かみ) - - 4 7,9 0 0

計 2月4 2 6,1 8 3,7 5 6 2,5 0 5 5,5 6 3,5 5 5

(2)中小企業への各種助成

ァ　中小企業振興助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭47.12.26改正)

助成の嘩類 助 成 対 象 助 成. 措 置

事業 助成 金

中小企尭団体のうち市長の認めるも

のを組織したとき
6万円以内

商店待振興組合設立後3 カ年間の運 年間6 万円以内

m t 3 カ年間

高度化施設等建設費

5,00 0 万円未満

商店 街振興組合 その他の判、企業団体

2 0

10 0 1呂呂以内

限度額 30 0万円建設費5β00万円以上
1.00 0万恥 (超数 )

限度額2.00 0万円

利 子補助 金 近代化設備
金融機関からの融資の融資残額の志 以内

3 カ年間

融 資 の 近代化設喝、高麦化施設等 福利惇生
融資のあっせん

あ っ せ ん 施設

便 宜 の供 与
中小企業団体のうち市長の認めるものを 用地のあっせん 労働力の確保 道埠等の整備

粗放したと畢i代化設侃高度化施設等 情報.資料の提供 その他

イ　商店街共同施設助成

対象施設街路燈、アーケード、共同駐車場等)総工費(5 0万円以上)の1 5%とし、 200万円を限度とする。

り　商店街近代化資金補助

商店街が管理する街路虚電気料の1 0 %を運営資金として補助する。
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(3)労　務　対　策

ア　新規学卒に関する指標
(熊本職安管内)

区 分

昭 和 5 4 年 3 月 卒 昭 和 5 5 年 3 月 卒 (予 定 )

中 学 高 校 中 学 m

A 卒 業 者 数 9 ,0 4 8

%
1 0 ,5 4 3

%
9 ,2 6 9

%

1 0,4 1 1
%

B k "t- 廿 串 甘
8 ,8 8 4 9 8 .2 7 ,5 8 2 7 2 .0 9 ,1 0 9 9 8 .3 5 ,8 7 2 5 6 .4

C 就 業 者 数 (i ) 1 6 4 1.8 2 ,9 6 1 2 8 .0 1 0 3 1 .1 4 ,3 3 6 4 1 .6

D 県 内 就 業 者 数 や
1 4 1 8 6 .0 2 ,3 4 0 7 9 .0 9 9 9 6 . 1 3 ,7 1 1 8 5 .6

イ　求人活動状況

熊本県産業開発求人対策協議会

設　　立　　　昭和39年8月

目　的　　年々深刻化する技能労働力を確保するため、県内中小企業者が団結し、若年労働力を敵

保するため強力な求人活動を全県に展開し、もって県内産業の開発を促進する

組　　織　　建設業下請業種6団体及び個人3企業により組織

活動状況　　　県内各職業安定所を訪問し、参加企業の各職種P R活動並びに求人状況、就職者の近況

等説明、また各構成企業の初任給のアップー従業員宿舎等、福利厚生施設の充実に努め

るとともに就職後は「熊本市事業内高等職業訓願校」に自動的に入校、職業訓練を実施

し、技能のレベルアップを図る等、労働条件の向上.定着を組織的に推進している

熊本雇用対策協議会

設　　立　　　昭和44年3月

目　　的　　　職業安定機関と緊密な連絡を保ち、産業界の必要とする労働力の確保と安定を図り、地

域経済の発展に寄与することを目的とする

la m

E当田kill

m¥乱Hi

活動状況

この会の趣旨に賛同して加入申込みのあった熊本公共職業安荒所管内に所在する専業所

及び企業別団体

熊本市・益城町・菊陽町並びに熊本商工会議所・熊本県中小企業団体中央会

o新規中学高校卒業者の確保

o就職者数励慰安会

o動労青少年の定着及び福祉対策

o職業安定機関との連絡の強化
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ウ　職業訓練

若年労働力の確保および技能者養成を目的として、昭和3 9年度に建設業、製造業の1 0団体訓練生500

人を対象として、熊本市工芸指導所内に熊本市事業内共同職業訓練所を建設、多大の成果を収めてきたo

しかし、その後訓練生の増加により、 ・教室実習室の不足をきたしたため、 i昭和.4 4年度に熊本市工芸指

導所を廃止し、同敷地内に熊本市事業内高等職業訓練校を建設、続いて昭和4 8年度には同校の体育室を

増設し技能者の養成を強力に推進している.

熊本市事業円高等職業訓練校

所　在　地　熊本市南熊本3丁目8番16号

・敷地両横　2,437rf

建設月日　第2校舎　昭和40年5月　本館第1期工事　昭和45年4月　本鶴第2期工事　昭和49年3月

建物面穣　　〝　　　464.40of　　　〝　　　　720.50id　　　〝　　　　299.94irf

建　設　費　　〝　　　　7,782手円　　　〝　　　　28,765千円　　　〝　　　　　28,573千円

構　　　造　　〝　　軽量鉄骨2階建　　〝　鉄筋コンリート2階建　　　〝　　　　鉄骨耐火造

加入団体　6団体

訓練生数　54年度　275人

熊本市職業訓練センター

事業所の従業員研修、技能レベルの向上(成人訓練)また、職種転換、再就職のための職業訓練(能力

再開発訓練) 、更に各種の労務相談など、広範囲な技能訓練、情報交換の場として熊本市職業訓練センタ

ーが昭和5 4年1 0月オープン予定である。

その中核として、高卒者及び高等職業訓練修了者を対象に、より高度な知識と技能を合わせもつ実践技

能者を養成する破業訓練毎期大学校を、認定職業訓練校としては全国で初の試みとして昭和5 4年4月開

校した。

設　置　主　体　雇用促進事業団

所　　在　　地　熊本市花園7丁目961-1

構　　　　造　本館　鉄廟コンク1)-ト2階建　冷暖房施設

実習棟　鉄骨造平屋建

敷　地　面　積　9,83Oirf(法面積を含む)

建　物　面　積　本　飽　1,093irf

実習棟　1,5 6 7irf

延2,6 6 Oirf

着　　　　工　昭和54年1月16日

完　　　　成　昭和54年8月未

開　　　　館　昭和54毎10月(予定)

建　　設　　費　3億円
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エ　勤労青少年ホーム

本市の中小企業に勤務する1 5才～2 5才までの動労青少年(約3 3,0 0 0人)を対象とし、豊かな人

間性の向上と健全な育成を図る事を目的として、昭和4- 5年に建乱

設置主体　熊本市

所　在　地　熊本市新定数1`丁目18番28号

構　　　造　鉄薪コンク1)-ト3階建　冷暖房施設

面　　　　積　数地面積　　851.70rf

建物面横　1,264.95*

着　　　工　昭和45年9月12日

完　　　成　昭和46年3月31日

開　　　　館　昭和46年5月　1日

建　設　費　64,437千円

利用状況　53年度　35,291人(男10,572人・女24,719人)

オ　勤労婦人センター

本市の中小企業に勤務する婦人労働者ならびに勤労者家庭の主婦は約1 8万人を数えるが、これらの人

々の福祉の向上を図るための拠点として、昭和4 8年に建設,

設　置　主　体

所　在　地

構　　　　造

面　　　　積

着　　　　工

完　　　　成

開　　　　館

建　設　費

利　用　状　況

熊本市

熊本市本山町4 8 4番地

鉄筋コンクリート3階建　冷暖房施設

敷地面積　89lrが

建物面積　1,118.05nf

昭和48年6月18日

昭和49年3月31日

昭和49年6月　6日

98,044千円

53年産　76,011人

力　雇用促進住宅

昭和4 5年4月1日より本市は広域職業紹介送り出し地域指定除外が決定名乗ともに労働力の需要地

化した。今後若年労働力のみならず、中高年齢層の有効活用を積極的に開拓するため、その受け入れ態勢

の-壕として区域外からの移転就職を容易にするため、雇用促進事業団による雇用促進住宅を建設o

龍田宿舎

所　在　地　熊本市龍田町大字上立田1265番地の4

貴　地　面　積　　7,639.95irf

戸　　　　数　　4棟160戸(45年度2棟80戸、 46年度2棟80戸)
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近見宿舎

所　r在　地　熊本市近見町1562番地の1地先　一

乗　地　面　頼　約8,500irf

戸　　　　数　4棟160戸(45年度2棟80戸、 46年度2棟80戸)

キ　勤労総合福祉センター(火の国-イツ)

労働省所管雇用促進事業団が所産都市又は工業整備特別地域等において勤労者の福祉施設を充実して、

雇用の促進と職業の安定を図るとともに、地域の開発に寄与することを目的に設置され勤労者及びその象

族等の教秦、研修、ス示-ツ、娯楽及び宿泊、結婚式場等の福祉施設としてまた事業主等の主催する教養、

研修、体育、レジャー等に利用。

設　置　主体　雇用促進事業団

所　在　地　熊本市石原町382番地

構　　　造　鉄筋コンク.)-ト4階建　冷暖房施設

,面　　　積　敦地面額121,140-rf (県　市所有地)

建物面積　　　3,6 9 4.2 8nf

着　　　　工　昭和49年6月

完　　　　成　昭和50年8月

開　　　　館　昭和50年9月1日

建　設　費　750,000千円

利　用　状　況　53年度142,705人

ク　中小企業勤労者福祉共済

市内の中小企業に勤務する従業員に対し、本事業を実施することにより、当該従業員の福祉の増進並び

に中小企業の労働力の確保及び従業員の定着を図り.もって中小企業の振興に各与する。

発　　足　昭和49年6月1日

共済掛金　1人月額　200円

加入者数　326事業所　　被共済者数　　6,783人(昭54.5.1現在)

福利事業　ot/クリエ-ション事業の開催

o夏季に海の家を設置(無料)

oデ/Lト、結婚式場及びレジャー施設の利用割り引き

o指定旅館の割り引きと補助
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給付事業(加入と同時に給付)

* # 給 付 金 額 受 給 者

成 人 祝 金 5,0 0 0 R

被 共 済 者

結 婚 祝 金 1 0,0 0 0

出 産 祝 金 1 0,0 0 0

入 学 祝 金 5,0 0 0

卒 業 祝 金 5,0 0 0

結 婚 2 5 年 祝 金 1 5,0 0 0

傷 病 見 舞 金 1 0,0 0 0

死 亡

弔慰 金

本 人 1 0 0,0 0 0 被 共 済 者 の 家 族

配 偶 者 3 0,0 0 0

被 共 済 者
1 親 等 1 0,0 0 0

永年 は

う賞金

5 年 目 5,0 0 0

1 0 年 El 1 0,0 0 0

(荏)永年はう賞は、共済加入後、同一企業での勤務年数が給付条件

貸付事業

輝別 貸 付 条 件 貸付限度額 内 容 保証人 fa a

# ti

貸 付

同「翻 勤務3年奴上5年未満
千円

1 0 0 笠**->資金
事業主

住Ee税の所得こ
割のある者

計 2 名

5 . 年

以.. 内

〝 5年奴上 5 0 0

特 別

貸 付
原則として勤務年数は問わない 2 0 0

≡ ≡唇
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5　消　費　者　行　政

本市の消費者行政は、 「消費者教育行政の推進」 、 「消費者保護行政の推進」 、 「消費者活動の助長」 、

「消費物資の情報」を4本の柱として、市民の消費生活の安定向上を目標に、各事業を通じて、消費者の権利

の確保を実現するため、臥地方公共団体、事業者、消費者各々の責務を担い、協力して消費者保護を推進す

るものである。

事業　内　容

消 費 生 活 定 期 講 座

消 費 生 清 に 関す る基 礎 的 な知 識 め 習得

年 間 を 2 期 に分 け、 1 期 ( .4 カ月 ) を 1 2 講座 で 構 成

定 員 6 0 人 ( 年 間 1 2 0 人 )

消 費 生 活 中 級 講 座
消 費 生 活定 期 講 座 修 了 者を対 象 とし、 一般 消 費者 の 指 導 に あ た る リ- ダ- を 養

成 す る講座 で 、 1 期 1 0 講座 で構 成、 養 成人 員 6 0 人

移 動 消 費 生 活 講 座
地 域 住民 に対 す る情報 提供 、 消費 者 学 習、 消 費者 生活 相 談 な どの啓 発 活動 を 効

果 的 に 推 進す るた め地 域 を巡 回、 指導 す る

消費 生 活 拍導 巡 回 車
消費 者 に対 す る情 報 擾 乱 .消 費 生 活 相 談 な ど消 費者 啓 発 を総 合的 に推 進 し、

潤 筆 者 意識 の 地 域浸 透 をはか る

消 費 生 活 展

消費 者 が 正 しい商 品 知 識 と 自主 的な 消 費行 動 とを も つて、 か しこい 豊 か な くら

L を築 くこ とを 目的 と し、安 全 、 物価 、 資源 問題 等 につ い て 、 パネ ル、 商 昂展 示 .

に よ る 消 費者参 加の 「消費生 活 展」 を 開催

小 学生 向啓 発 資 料 作 小学 5 . 6 年 を対 象 に、学 校教 育 に おい て消 費 生 活 に関 す る知識 を身 に つ け て

成 も ら う目的 で 、 家庭 科 の参考 資料 「か しこい 消費 」 を 作成

消 費生 活 モ ニタ ー

選 任方 法

本 市主 催 の消 費生 活定 期 講 座修 了者 及 び 消 費生 活 研 究 グル ープ の 中か ら、 年
齢 、 家族 構 成 、 地 域 等勘 案 の うえ 5 5 人 を選 任

制 度 任 期 1 カ 年

任務 市が 主 催す る研 修 会 、 消費 者 懇談 会 等 咋 出席 し、 消 費生 活 全 般 につ い て 意
見 、要 望 、.苦 情 な ど提 出す る とと もに ア ンケー ト等 に 対 す る回 答

なお 、 周 、 県 の行政 機 関 が実 施 す るモ ニ ター事 業 に、 市 よ りモ ニ ター を推

せ ん して レ、る

消 費生 活 相談 処 理 体

消 費生 活 相 談 窓 口 の充 実

商 工 課 に 常 設 の 消費生 活 相談 窓 口を 、市 民 相 談 課 に も毎 週 月 曜 に設 置 し、 迅

速 適 切 な 相 談 処 理 を図 る と と もに、 消 費者 の 声 を 関係 業 界 や行 政 に反 映 させ る

制 の 尭 化 消 費生 活 相 談 員 の配 置
消 費生 活 相 談業 務 に通 じ苦 情処 理 等 の業 務 に適 格 な人 を市 長 が 委嘱 し、 相 談

の受 付 と処 理 に あ た る

消 費物 資 の 情 報の 収

集 並 び に提 供

毎 月、 市 内 の 大型 店 、 中規 模店 、一 般/j、売 店 等 約 5 0 店 を対 象 に生 鮮 食 料 品 、
生 活 関 連 物 資 、 2 .8 品 目の1小 売価 格 、需 給 状 況 を調 査 し、 平 均 小 売価 格 を発 表 す

る こ と によ り、 市 内へ の情 報 の提 供 に 努 め る
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業事B
l読6

地

設
　
在

施
　
所

ヽ
ノ

1n
■
u

無本市水前寺5丁目23番1号

開　設　年　月　　　昭和25年7月

敷　地　面　積　　40,000nf　錬走噂1周500皿　9卓立

駐　車　　場　　21,003nf　(2,450台収容)

投　　票　　所　　投票所数　4　　窓口　371

払　戻　　所　　払戻所数　2　　窓口114

両　　替　　所　　　両替所数　4　　窓口　　39

番　覧　席　　収容人員　　(一般) 5,400人

(立見) 6,600人

(2)競輪事業の実績

区 分 年 数 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3

開 催 回 数 1 2 .5 1 2 .5 1 2 1 2 1 2

開 催 日 数 7 5 7 5 L7 2 7 2 7 2

入 場 者 数 7 1 1 ,2 9 3 6 8 3 ,5 0 9 6 6 3 ,1 0 7 6 4 6 2 5 2 6 1 1 .9 3 6

収 入 千円 千円 千円 千円 千円

入 場 料 ( 普 通席 ) 4 .2 2 5 1 3 ,6 7 0

1 8,7 6 9 ,7 7 6

3 3,1 5 5 3 2,3 1 2 3 0,5 9 6

2 2 .0 0 8.0 0 8

〟 ( 帝 別 席 ) 2 ,0 1 5 - -

車 券 売 上 1 7 ,1 5 8 ,8 1 6 1 9 ,5 1 2 ,1 3 7 2 0 ,8 8 0 ,8 5 3

そ の 他 の 収 入 3 9 ,3 7 9 5 3,5 6 3 4 5,6 5 6 5 8 ,1 3 7 4 8 ,4 7 9

前 年 度 繰 越 金 7 6 2 ,4 3 4 3 2 7,7 5 5 6 6 7 ,6 6 6 6 1 7 ,6 2 7 8 3 1,2 0 9

支 出

経 常 経 費 . 7 7 ,6 4 7 8 1,7 8 8 1 2 72 .1 3 1 3 3,4 1 1 1 3 6 ,6 9 5

開 催 経 費 1 3 ,6 5 1,3 8 2 1 5 ,0 8 7,3 7 0 1 5 ,7 6 6,6 2 6 1 6 β2 7,3 1 5 1 7 ,6 7 6 ,8 6 1

交 封 金 9 7 8 ,0 1 1 1,0 8 8 ,0 7 7 1,1 1 4,4 9 3 1,2 0 5 ,2 5 6 1 ,3 0 6,0 4 8

施 設 関 係 1 6 2 ,2 0 1 3 9,8 6 5 2 8 2 ,6 5 5 4 0,7 4 2 1 1 0 ,9 4 7

一 般 会 計 繰 出 金 2,7 8 0 ,0 0 0 2,2 0 0,0 0 0 2 ,3 5 0,0 0 0 2 ,5 5 0 ,0 0 0 2 .8 0 0 .0 0 0

(3)競輸事業収益金の使途
(単位　千円)

区 分

年 度
土 木 関 係 住 宅 関 係 民 生 関 係 教 育 関 係 衛 生 関 係

災 害 復 旧

工 事 関 係
そ の 他 合 計

4 9 1 ,1 2 8 ,3 2 8

%

4 0 .6 5 8 6 2 3 0

%

2 1ユ 7 0 2 4 0 9

%

2 5 3 8 0 2 3 8

%

2 5 1 0 ,0 0 0

%

0 .3 2 7 2 ,7 9 5

%

9 8 2 ,7 8 0 ,0 0 0

%

1 0 0

5 0 6 3 7 ,6 -2 0 2 8 9 6 4 7 ,0 3 1 2 9 .4 2 4 8 2 5 1 1 1 3 1 1 5 ,5 0 2 5 3 3 7 ,4 2 5 1 .7 1 4 ユ7 1 2 3 4 2 2 0 0 ,0 0 0 1 0

5 1 4 3 2 ,6 8 2 1 8 .4 5 3 5 5 8 1 2 2 .8 2 4 2 6 0 2 1 0 .3 2 8 1 9 4 4 1 2 .0 2 0 ,4 7 0 0 .9 3 6 ,7 2 1 3 5 .6 2 3 5 0 ,0 0 0 1 0 0

5 2 6 7 2 ,5 9 3 2 6 .4 4 2 6 2 0 4 1 6 .7 2 9 2 β0 0 l l .4 2 2 2 S 5 7 8 .7 1 4 3 7 2 0 .6 9 2 1β 7 4 3 6 2 2 5 5 0 ,0 0 0 1 0

5 3 5 1 1 .5 6 9

I

1 8 3 4 4 3 ,7 4 9 1 5 3 2 8 .4 2 1 l l .7 2 2 4 0 2 2

- ー

8 .0 4 ,9 0 4 0 2

-

1 2 8 7 3 3 5 4 6 0 a o o o o o 1 0 0
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7　観　　光

(1)概　　況

本市は熊本城.、水前寺公園をはじめとする数多くの歴史的観光資源に加えて、夏目淑石によって「森の都」

と名づけられたように、録ゆたかな美しい街並みで毎年5 0 0万人を超える観光客を迎えているo

また、九州の中央に任し、東に阿蘇、西に天草の二大国立公園を控え、九州国際観光ルートの要衝として

地理的好条件に恵まれているo

昭和3 9年に、男蹄・阿蘇道路が開通したのを皮切りに、 4 1年天草五橋の完成、 46年新熊本空港

の開港、さらに5 0年耽入り、福岡・熊本間の九州自動車道の開通、新幹線の博多乗り入れ等、大型レジャ

ー施設の整備とも相まって、本市の親光誘因はますます増大の傾向にある0

-万、市の西方部に位置する金峰山一帝は多くの史跡に恵まれ、 「くまもと自然休養林」として親しま

れているが、このほど答申された西山地区観光施設整備計画報告書vE基づき開発けすみこれからの観光

地として期待されている。

(2)観光振興対策

ア　観光客の誘致

新婚宿泊客への記念品贈呈

新婚旅行者の誘致をはかるた軌本市で宿泊する新婚旅行者に熊本滞在を記念して、表札を贈呈する

観光映画の活用

先年製作した観光映画「くまもと」をプリントして、東京都、大阪府など主要都市に常置し、視聴

覚による啓蒙を図る

観光展の開催・出陳

観光展の開催により、新たな観光需要市場の開拓を図る

観光宣伝隊の派遣・参加

観光宣伝隊を細放し、各地の学校、会社、旅行業者を訪問、あるいは現地観光懇談会を開催し、

本市の観光宣伝ならびに観光事情の説明に務めている。また、広域観光宣伝の立腹から、各種の広域観

光宣伝機関の宣伝隊に参加する

イ　観光客の動向

年 如
it & 対 4 8 年 比 対 前 年 比

4 9
4 ,9 8 3 千 人 % %

1 0 2 .8 1 0 2 .8

5 0 5 ,0 8 3 1 0 4 .9 1 0 2 .0

5 1 5, 1 3 9 1 0 6一0 1 0 1 .1

5 2 5 ,0 0 7 1 0 3 .3 9 7 .4

5 3 4 ,9 8 7 1 0 2 .9 9 9 .6

-151-



(3)名所旧跡及び観光施設

ア熊本城

加藤清正は、肥後入国( 1 5 8 8年)後すぐにも新城の必要を感じたものの朝鮮遠征も関ケ原の軌噂

の内外事に追われその計画は実現し夜かっ7toしかし関ケ原の戦いのあと、小西行長と二分して領有してい

た肥後の国が清正一人の領するところとなり名実ともに5 4万石Z,大名となったため、また島津氏との対抗

上からも新城の必要にせせられ、慶長6年( 1 6 0 1年)築城に着手した。

甲蝣'l,V;二T・、・二　　　　　　八・:港:i.r [..'-I　・ lj∴…:汁蝣蝣iS[ h-I ・・糾.・上、・ -%:,..r,岨-

各所にいろいろな苦心が払われている.

まず位置を茶臼山の平野をのぞむ一端に選定し、平野にひろがる城下町をも城郭とする平山賊の形式とし

たoまた防備の面では、清正石垣と呼ばれる堅固で特異の勾配を持った石垣をめぐらし、亀奴を考慮しての

城内1 2 0カ所の井戸、生木のままでも薪となる乱楠の植樹、畳のしんに食糧となる芋の茎を使うなど数

々の配慮がみられるoこのようにして築かれた熊本城は、当時周囲9KDに及び、櫓4 9、櫓門1 8、城門

2 9を数えたと言われるが、惜しくも明治1 0年の西南の役でその大半を焼失した。

昭和3 5年8月3 1日総工費1億8,0 0 0万円をもって、清正公の35 0年祭と市制70年を記念して天

守閣の再建がなされたoまた、宇土櫓他1 2の建造物は国の重要文化財に指定されている。

重要文化財

名 称 面 積 高 さ 長 さ 摘 要

宇 土 櫓

良 . 塀

1,0 7 6.3 2 i㌔ 1 9.5 ' m

2 4 2.8 4

地下 1階、地上 5 階、3層 5 階 ( 地下 3 .3 m )

田 子 櫓

七 間 櫓

十 四 間 櫓

四 間 櫓

源 之 進 櫓

東十八間輝

北十八間櫓

五 間 櫓

平 櫓

監 物 櫓

不 開 門

5 0.9 5

6 6.0 7

1 6 2.7 5

4 6 .3 0

1 0 7.9 4

1 5 4.0 4

2 3 2.4 5

3 6.3 6

1 2 2.l l

1 4 1.2 0

5 6 .1 0

平 屋

〟

〟

〟

〟

′′

′′

〟

〟

′′

〟
計 2,2 5 2.5 9

観　覧　料　(入園料、登閣料　昭51.7.1改正)

入　園　料　大　人100円

小中学生　　50円

登　闇　料　大　　人

DE -Eia田
団体割引--・ 3 0人以上2割引
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利用状況 野 分

年 度

入 園 畳 醜
計

人 員 金 額 人 員 金 額

4 9 1,5 7 0 ,4 8 3

円

4 0 ,5 3 3 ,9 8 豆 8 8 6 .6 0 3

円 円
9 5 ,3 4 4 ,1 2 35 4 ,8 1 0 ,1 4 0

5 0 1 .5 5 5 ,6 9 2 6 0 ,2 2 2 ,3 3 0 8 4 6 ,1 7 8 7 0 ,4 7 9 ,6 8 1 1 3 0 .7 0 2 ,0 1 1

5 1 1 ,5 2 5 ,6 6 0 1 1 5,1 3 7 ,2 7 6 7 6 3 ,9 8 4 1 0 1 ,1 5 7 ,1 2 4 2 1 6 ,2 9 4 ,4 0 0

5 2 1,3 8 9 ,6 8 3 1 2 4 ,3 0 9 ,4 2 0 7 5 a i 5 4 1 1 3 ,0 4 6 ,2 3 0 2 3 7 ,3 5 5 ,6 5 0

5 3 1,3 2 6 ,3 7 3 1 1 9,6 3 1 .8 6 0 7 5 8 ,7 0 2 1 1 1 ,4 3 6 ,0 3 0 2 3 1 ,0 6 7 ,8 9 0

肥後名花園

熊本城内竹の丸一帯の肥後名花園は_　伝統ある肥後六花の純粋品種をより多く後世に残すためt　昭和48

年に造成し、その保存・栽培を図っている。

ひござく

ひごしまう.ぶ

ひごあさがお

ひごしゃくやく

ひごつはき

ひごさざんか

正式5間花壇に4 7品種を栽培　　　　　　　　観賞1 1月上旬

7聞祐壇4段に1 2 0品種32 0株を植え付け　観賞　　6月上旬

2 2品種を5 0 0鉢に栽培　　　　　　　　　　7月～9月鉢物展示場に展示

7間花壇4段に2 5品種12 0枚を植え付け　　観賞　　5月上旬

約1,00Onfの面積に47品種160本を移植　観賞　　3月

約3 60mの面積に5品種40本植え付け　　　観賞1 2月

市営熊本城二の丸駐車場

面　　　積

収容台数

開設年月日

利用時間

料　　　金

(昭5 1.7.1改正)

営業概要

25,639i㌔

260台

昭和49年7月1日

期 間 供 用 時 間 人草できる時間 出車できる時間

4 月 1 日から 午前8 時0 0 分から 午前8 時 0 0 分から
供用時間中

9 月3 0 日まで 午後 6 時 3 0分 まで 午後 5 時 3 0分 まで

1 0 月 1 日から 午前8 時 0 0分から 午前8時 0 0分から
供用時間中

3」P 3 /3 3 1 B 4-C 午後 5 時 3 0 分 まで 午後 4 時 3 0分 まで

II ill] s< 7, 普通自動車 自動二輪車

基本料金 2 時 間 ま で
5 0 0 円 2 0 0 円 ] o o H

超過料金
2時間をこえる場合は

.1時間ますごとに
2 0 0 1 0 0 5 0

自 二 バ ース 普 通 車
計

l上.、
[コ

金 額 Jj,
Eコ

金 額 ^ v
【コ

金 額

5 2 6 4 4

円

2 6β9 3

円

1 1 7,7 3 2

円 円
7 1,7 5 0 12,6 8 0β0 0 2 83 3 6,70 0 4 1,0 8 8/45 0

5 3 5 1 1 5 32 5 0 2 4.4 2 7 1 1β9 5β0 0 1 3 6β4 9 3 3,0 6 0.0 0 0 4 5,0 0 9,1 5 0
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市民の社会、教育、文化の向上を図る-づ蓑として、昭和4年、水前寺にある旧細川藩の庭園東側に隣接

して、動物園を開園した。設置当時は市の郊外に位置し、教育施設としてまた行楽の場として最適であっ

たが、市の東部発展把伴ない、周辺に住宅等が密集し、動物舎の増改築、敷地の拡張等が極めて困難となっ

たため昭和4 4年7月江津湖畔の豊富な水資源を利用した異色の湖畔動物園を築造した。

施設と動物

所　在　地　　熊本市健軍5丁目14番2号

敷地面積　107,8960f

建物面積　延4,195.18nf(事務所、倉庫、動物舎等42舎)

開園年月日　　昭和44年7月1日

飼育動物　嘱　乳　類　　66種　　　358点

鳥　　　類　　97種　1,136点

-　虫　類　　　7種　　　　72点

計　　　170種　1,566点

駐車場

面　　積　12,000皿f

収容台数　普通車600台、パス30台

遊戯施設

観覧料

利用状況

チエンタワー、ミニSL、メ・)-ゴーランF,ティカップ,観覧車、ジェットコースター、

モノレール.コ」カート、ス-ノLレーサ「渡し船(休航X 'H塾遊器具、急流すべり篭　ミテ一、クス

(昭5 2.5.1改正)

〔個　人〕　　〔団　体〕

大　　　人　　200円　　　　180円

小中学生　　　5 0円　　　　　40円(ただし熊本市内の小・中学生は無料)

幼　　　児　無　料

(昭和53年度)

入　園　者　数　　　　749,467人　　入園料収入　65,977,380円

水　辺　の　家　　33団体(1,335人)　遊戯施設使用Pt　95,698,950円

売店施設使用料　　5 7 6,000円

計　　162,252,330円

動物園の整備(昭和53年度)

事　業　費　193,201千円

ミニSL　16,450千円　サ　イ　舎11,686千円　観覧車取替　4,850千円

モノレール150.085千円　冷凍冷蔵庫10,130千円
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ウ　水前寺公園

清らかな水と日本式庭園の美しきでしられる水前寺成趣園は、寛永9年( 1 6 3 2年)藩主細川息利が

豊前羅漢寺の僧玄宅のために寺院を建てた所で、後にこれを移し,藩公の遊休の茶屋を設けて成趣園(約

6 9,0 0 Orf)と名づけられた。この庭園は、東海道五十三次を形どったものといわれ、その仮山泉石の妙は

桃山式庭園の代表的なものである。特に阿蘇の伏流と云あれる清らかな湧水は、年中絶えることなく、池の

至る所から湧き出て、観光客、市民の憩の場所となっている。文豪夏目淑石もこの清例を水をたたえて「開

くからに　流るるからに　春の水」と詠んでいるO

エ　北岡自然公園

ここ杖,細川家の別邸のあった所であカ、細川家歴代の菩提寺跡で、妙解寺と呼ばれていた。筏岡山と連

なって、うっそうとした自然林にと少囲まれ、園の奥にある3代息利及び4代光筒の廟側には、殉死者の墓

や森鴎外の小説で有名な悲劇の「阿部一族」の墓が並び.数々の歴史を物語っている。園内にはロックガー

デンをはじめバラ園などがあ9-般市民に開放されている.

オ　立田自然公園

立関山の麓にある立田自然公園は、細川家の菩提寺泰勝寺跡である。ここには、初代藤孝及びその夫人、

2代目忠興とガラシャの名で広く世に知られるその夫人をはじめ歴代藩主の墓がある。

世界的に賢夫人として知られるガラシャ夫人は明智光秀の娘で、キ7)スト教に帰依し貞節をもって一生を

つらぬいた。今夜を、夫人の墓を訪れる内外の客結その跡をたた夜ho

力　本妙寺

九州における日蓮宗の名利として知られる加藤家の菩提寺本妙寺は、熊本妹の北西約2血、城をのぞむ中

尾山の中腹にある。この寺は、当初清正が父清息の菩提をとむらうため大阪に建立したものであるが、肥後

入国に際して城内に移し、後忠広の代に至,り現在地に移されたものであるO清正が日蓮宗に深く帰依してい

たことは、軍旗に「南無妙法蓮華経」の職を用いていたことや、有名な長鳥帽子を自筆の法華経の写細で作

ったことからもうかがい知ることができる。 7月2 3日の頓写会には、夜を徹して参拝の人波が続いている。

境内には、清正の銅像や遺品を納めた宝物館があれ　また清正に殉死した大木土佐守や金官の墓がある。

キ　藤崎宮

熊本市民の氏神として親しまれている藤崎宮は、景平5年( 9 3 5年)の建立といわれ、応神天皇(一の

宮)、住吉大神(二の宮)、神功皇后(三の宮)を祭っている。毎年9月15日に行われる大祭は、通称

「随兵祭り」と呼ばれ、武者行列や獅子舞、それに若者たちの勇壮を鳥追いが町に練b出す.社殿には重要

文化財の木造僧形八幡神や木造女神の座像等がある。

ク　武蔵塚

剣聖として大衆に親しまれている宮本武蔵吐・細川息利に招かれて晩年を肥後で送れその生涯を千葉城

Si i叫t'jV'NHK ) ',- '蝣i;'-　-:蝣・・・'te・ -・上戸'叫Wy吠級別等し・、 !:い、武郎;.iiK'-ft';;Jミ・:⊥.tI、大

津街道沿いに選ばれたと伝えられている。
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ケ　岩戸観音・五百羅漢

金峰山の西麓にあり、剣聖官本武蔵が「兵法五輪書」を記した洞窟で観音か肥られているOこの横には、

石工了善が2 4年の歳月を費やして刻んだと伝えられている五百羅漢もある。

コ　吉田司家

藤崎宮参道の左手にある富田司家は、相撲の神様として知られている。後鳥羽天皇の時、富田家次が宮中

に召されて相撲の行司官に任ぜられたのが始まりで、以後代々受け継がれている。初めて横綱となった開敬

は九州巡業の際、ここに立寄り、古式ゆたかな土俵入りが行われるo

サ　千金甲古墳

小島町、千金甲の後方山中にある古墳で、全国に紋様古墳として知られている。内部には、円や直線での

珍らしい紋様が描かれ、さらに全面彩色がほどこされている。このような古墳は、全国でも熊本に最も多い。

(4)火の国まつり

昭和5 3年から始まった市民総参加の夜の祭典「火の国まつE)」は3日間で8 0万人の見物客で賑わった。

今後、伝統ある祭りとして継承するため本年も8月1 1日～1 3日「おてもやん総かど9」など多彩な行

事を繰り広げる。

8　市　民　会　館

(1)　施　　設

所在地　熊本市枚町1番3号

敷地面積　6,659irf

建物面積　4,408rf

延9,015rrf

起　　工　昭和41年　4月　1日

竣　　工　昭和42年11月30日

開　館　昭和43年1月　6日
建設費　628,500千円

構　　造

ホール棟　鉄巌コンク1)-ト造

地下1階、地上4階

会議棟　鉄筋コンク1)-ト造

地下1階、地上2階

各階面積及び主要施設

区分 階 別 面 穫 主 要 施 設

ホ

i

ノレ

地 階
Zd =

6 5 8 オー ケ ス トラ ピ ッ ト. エ ア】 ダ ク ト

1 階 2 .4 3 3

舞 台一 客 庸 一 放送 室 - 映 写室 一枝

術童 - 主 催 者控 竜 一 ホ ワイ エ . サ

ソク ソ ホ ワイ エ . 売 店

申 2 階 1 0 6 中継重

2 階 1,0 6 0
客 席 l 照 明室 ー ホ ワイ エー 喫 煙所 -

棟 便 所

3 階 7 3 6 客 席 、 照 明重 . 契 塵所 - 便 所 - 倉庫

4 階 1 7 9 客 席 l セ ンター スポ ッ ト重

負

義

. 棟

地 階 8 5 7
空 気 調 和 機械 室 - ポ イ ラl 童 - メ

ツデ .) 一 室 l 変 電 気 室 - 保 評管理室

1 階 1 .2 4 7

展 示 ロ ビー - 軽 重一第 1 0 会 議 室

( 和 室 ) - 館 長 圭 一事 務室 - 食 堂、

浴 墨. 便 所 - 守衛室. 宿直室t交 脚 皇

2 階 1 ,5 5 0
大 会 義 室 一第 1 会 議 室 ～第 9 会 議 室

T] ビ一 一 倉庫

1部 3階 1 8 5
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(2)会館使用料及び収容人員

使 用 時 間区 分

使 用場 所

午 前 午 後 夜 間

収 容 人 員午 前 9 時 か ら .午後 1 時 か ら 午 後 6 時 か ら

及 び使 用 日 正 午 ま で 午 後 5 時 ま で 午 後 1 0 時 ま で

大

ホ

平 日
1 0 ,0 0 0 円 2 0 ,0 0 0 円 2 5 ,0 0 0 円

固 定 席 1 ,8 2 6 席
I

ノレ 土、 日、 休 日 1 2 ,0 0 0 2 4 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0

大
志

室

平 日 2 ,0 0 0 4 ,0 0 0 5 ,0 0 0

移 動 席 5 0 0 人

士 、 日、 休 日 2 ,4 0 0 4 ,8 0 0 6 ,0 0 0

会

義

室

第 1 会 議 室 4 0 0 6 0 0 6 0 0 小 会 議 室 2 0 人

's 詛

9 9

'/ '/

第 2 ;/ 4 0 0 6 0 0 6 0 0

第 3 4 0 0 6 0 0 6 0 0

第 4 ;/ 4 0 0 6 0 0 6 0 0

m 5 4 0 0 6 0 0 6 0 0 *蝣 '/

m 6 8 0 0 1 ,1 G O 1 ,1 0 0 中会 議 室 4 0

's '/

小 会 議 室 2 0

m 7 8 0 0 1 ,1 0 0 1 ,1 0 0

第 8 /y

I

4 0 0 6 0 0 6 0 0

第 9 ク 8 0 0 1 ,1 0 0 1 ,1 0 0 中 会 議 室 4 0

第 1 0 8 0 0 1 ,1 0 0 1 ,1 0 0 和 室 //
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(3)会館利用状況

区

分

大 ホ ー ル 大 会 議 室 中 .

/)、

展

示
集大泉

参会典

itm -y 演 日 サ ss そ

計

集 式 研習会
修会 、

会 、=全

蝣rt.日
演溝

助葺

展 ダノく そ

計
年

芸 今 3. b l 考

管 の
負

莱 示
I

ン′ の
* p

ーコ

皮
、歌浪

圃 曲
演
it
フミニ

洋
* 浪会 他 大

会 典
wm 負 負

ワー

ス イ
他 室、ノ ど

I

5 1 6 9 1 4 7 7 4 4 3 1 8 5 3 5 6 9 8 7 2 8 7 1 7 5 7 9 3 1 2 4 3 6 5 ,1 6 2 1 8 9

5 2 4 5 1 2 0 6 2 3 3 1 7 1 5 2 9 2 8 0 7 3 8 3 2 3 4 4 5 7 1 3 3 7 3 4 ,2 1 9 1 6 9

5 3 6 8 1 6 1 6 2 5 5 l l 1 5 3 7 2 8 2 8 2 5 3 2 8 3 4 2 7 1 5 3 2 1 3β46 1 9 6

区

分

大 ホ - ル 大 会 議 室

公 文 - 個

人

計

公 文 個

計
年 共 化 般 共 化 般

皮
団 哩 団 団 団 団

人体 体 体 体 体 体

5 1 7 4 1 4 5 8 5 5 2 3 5 6 7 9 1 1 2 1 5 7 8 8 4 3 6

5 2 6 6 1 1 9 9 2 1 5 2 9 2 1 0 7 7 7 1 5 5 3 4 3 7 3

5 3 8 3 1 1 7 1 4 1 3 1 3 7 2 1 0 4 5 0 1 3 5 3 2 3 2 1

(4)会館自主文化事業実施状況

年度 事 業 名 実 施 月 日

5 1

熊本音楽連盟 第 6 回定期演奏会 ( カル ミナ . プ ラl ナ ) . n

文化庁青少年芸術劇場 8 1 4

重要無形文化財人形浄瑠璃 (文楽 ) 9 1 3

第 7 国領 劇教室児童劇 「乞食 と王子」 (劇 団仲 間 ) 1 7 - 1 8

第 2 回 九州現代 バ レエフェアー 3 3 0

5 2

無本音楽連盟第 7 回盛期演奏会 (第 9 の夕べ ) 7 1 1

第 3 回演劇人協議会公演 「現車 」 1 1 1 6

第 8 回演劇教皇児童劇 「石の筏 」 3 2 * 3

文化講演会 日本のかど D : 鑑賞の手引 と実際 = 3 2 5

5 3

第 8 回無本音楽 連盟公溝 「グエルデ イの夕べ 」 7 1 0

第 3 回青少年 コンサl ト 7 1 6

イツアー ク.. ノヾl ルマ ン (バイオ 7) ン ) 公演 9 1 5

日本の笑い くまもと名人会 9 3 0

第 9 国境劇教室 「ふ少む くなべ ドロ」 1 3 ・1 4 ・1 5

演劇人協議会第 4 回公演 「命な りけ り」 「三 番隊出撃す」 3 2 0
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9　農　林　水　産　業

(1)概　　　況

本市の農林漁業は、農地面積約5,0 0 0ha(田3,2 0 Oha、畑1,4 0 Oha、樹園地4 0 Oha)に約5,900

戸の農家が稲作を基盤として、野菜,果樹、托井,畜産、水産等の主産地を形成している。

地帯別にみると、東部畑地帯は.肉牛、酪農等の畜産を中心に露地野菜が生産書れ、メロン、スイカ等施

設園芸も伸びている。南部水田地帯においては、水稲作を基盤として、カーネ-ション、カラ-等の花井栽

培及び葉菜、果菜などの露地、施設栽培も盛んである。西部水田地帯においては、水稲のほかどこ-ル-ウ

スを利用したメロン、スイカ、トマト等の施設園芸が主産地化している。また全峰山麓地帯にお小ては、温

州みかんを中心とした果樹が栽培されている.水産にあっては、有明海沿岸のノ7)養殖、 -マクl)、クルマエ

エビ等の海面栽培漁業が中心であるが、内水面漁業として押新地区におけるウナギ養殖のほか画図地区で観

賞魚の生産が行われている。

しかしながら、近年、都市圏の拡大に伴う農地の減少によって経営耕地面棟は零細化の傾向にあり.、また、

労働力の流出によって兼業化が進行している。

このような情勢の中で.その発展を期するには厳しいものがあるが、今後.農業振興計画に基づき土地基

盤整備をはじめ、生産、流通基盤の整備等の各種事業を総合的に推進するとともに、自立経営農家を育成し、

これらの農家を中核とする営農団地を確立して高生産農業の実現を埠かる。

昭和5 3年度の農林水産粗生産額については、水田利用再編対策の実施に伴い、水稲生産額が液少したの

に対し、転換作目である麦、雑穀.野菜、碓井、酪農生産額が増加した。また、陸稲については、干ばつに

よって9 2 %の減収となり、肉用牛においては、素牛価格の上昇による導入の停滞から減少している。更に、

水産関係においては、ノ1)生産が厭調であった反面、アサ1)等の月類資源の液少に伴い生産額も大幅に減額

となった。このようなことから総粗生産額は、 1 7,1 5 7,22 6千円、前年対比で1%の伸びとなったが、

転作奨励金、農業共済金等を加えると3 %の伸びとなっている。

ア　農家戸数と農業人口

区分

年
農 家 戸 数 農 家 人 口

専 業 農 家

戸 数

兼 業 農 家 戸 数

1 兼 2 兼 計

4 9 6 ,6 8 7 3 3 ,4 4 6 1 ,2 1 9 2 ,4 5 3 3 ,0 1 5 5 ,4 6 8

5 0 6 ,3 6 0 3 0 ,8 2 6 1 ,3 4 1 1 ,9 0 5 3 ,1 1 4 5 ,0 1 9

5 1 6 ,2 6 1 3 0 ,0 1 3 1 ,2 9 6 1 ,8 6 6 3 .0 9 9 4 ,9 6 5

5 2 6 ,0 7 7 2 9 ,2 2 2 1 ,2 3 1 1,8 2 8 3 ,0 1 8 4 ー8 4 6

5 3 5 ,8 9 9 2 8 ,4 5 2 1 ,1 7 0 1,7 9 1 2 ,9 4 0 4 ,7 3 1

イ　農地面積
(単位ha)

区 分

年 度
総経 営 耕 地両横 水 田

畑

普 通 畑 樹 園 地 計

4 9 6 ,1 2 6 3,4 8 0 2,2 3 1 4 1 5 2 ,6 4 6

5 0 53 3 4 3,3 0 7 1万9 5 4 3 2 2 ,0 2 7

5 1 5,2 0 7 3,2 2 8 15 5 7 4 2 2 1,9 7 9

5 2 5,1 0 8 3,1 9 9 1,4 8 7 4 2 2 1,9 0 9

5 3 4 ,9 8 6 3,1 6 5 13 9 9 4 2 2 1,8 2 1
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ウ　林野面積
(単位ha)

志 で
総 面 積 国有林

民 有 林

用材林 薪炭林 竹 林 特殊林 要造林地 その他

4 8 1,9 2 8 4 5 2 1,4 7 6 1 2 6 1,0 5 2 2 5 5 2 4 1 -
岳 0 1,8 1 7 4 5 2 1,3 6 5 1 2 7 9 7 6 2 1 3 2 4 7 -
5 1 1,8 1 8 4 5 2 1,3 6 6 1 2 7 9 7 5 2 1 5 2 4 7 -
5 2 1,8 -2 3 4 5 2 1,3 7 1 1 2 8 9 7 9 2 1 5 2 4 7 -
5 3 1,6 6 6 4 8 2 1,1 8 4 1 0 8 9 1 2 1 2 2 2 4 0 -

エ　民有林の樹種別面積と蓄痛

敬 用 . 材 林 薪 炭 林 竹 林 特 殊 林 要造林 地 そ の 他

面 積 蓄 嶺 面 積 蓄 横 面 積 蓄 積 面 積 蓄 積 面 積 面 積

4 8
h a ra ' h a m ' h a 束 h a 3班 h a h a

1 2 6 l l ,8 6 5 1,0 5 2 5 2 5 9 8 2 5 5 2 4 1

5 0 1 2 7 1 7 ,9 8 2 9 7 6 7 2 4 4 6 2 1 3 - 2 - 4 7 -
5 1 1 2 7 1 7 ,9 8 2 9 7 5 7 24 4 9 2 1 5 9 0 ,4 3 1 2 - 4 7 -
5 2 1 2 8 1 7 ,9 8 2 9 7 9 7 2 ,4 4 9 2 1 5 2 1 0 ,1 1 8 2 - 4 7 -
5 3 1 0 8 1 8 ,4 8 4 9 1 2 7 33 1 7 1 2 2 l l ,9 3 8 2 - 4 0 -

オ　農業生産額

. 区 分

年 度

水 稲 随 稲 麦 雑 こ く

作 付 面横 生 産 額 作 付面 横 生 産 缶 作 付 面秩 生 産 額 作 付面 積 生 産 額

4 9
h a 千円 1措 千円 h a 千円 h a 千円

3 ,1 8 8 .0 3 ,9 3 0 ,1 6 6 9 3 ,2 0 8 2 1 6.4 5 3 ,3 4 8 2 5 2 .6 4 6 ,4 0 9
岳 0 3,2 0 0 .0 4 ,5 1 7,3 7 6 9 8 .0 5 8 ,9 1 4 1 8 7.0 3 6 ,2 9 4 2 1 2 .6 7 9,6 3 5

5 1 3ユ 2 1.0 4 ,2 5 0 ,0 0 0 ケ7 .0 4 1,5 5 0 1 4 1.0 2 6 ,4 0 0 1 9 9 .4 6 3,3 9 8

5 2 3 ,1 5 9 .0 4 ,6 6 9 ,0 0 0 8 0 .7 4 2 .1 2 5 1 0 5.0 2 8 ,4 0 1 1 6 4.8 7 4,0 4 4

5 3 2 .7 8 2 .0 4 ,1 3 4 ,5 2 8 6 5 .0 4,6 5 6 2 0 3.3 1 0 6 ,0 4 5 2 6 7 .1 8 0,6 6 0

そ 菜 花 井 樹 芸 果 樹 . 原 料 作 物

作 付 面 積 生 産 額 作 付 面 積 生 産 額 作 付 面 棟 生 産 額 作 付 面 積 生 産 数 作 付 面 積 生 産 叡

h a 千円 h a 千円 h a f H h a 千円 h a 千円
1ー5 8 6 .0 2 一,9 4 6,0 0 0 3 3 .6 2 5 5 3,5 6 6 3 3 .7 1 3 2 .4 0 0 3 6 1.0 7 2 3,0 5 5 8 9 3.2 6 9 5,9 7 8

1 ,6 6 6 .0 3 ,0 6 1,9 0 5 2 9 .1 2 5 6 0 ,8 4 9 3 3 .0 1 0 5,2 0 0 3 6 0.0 7 4 1,8 0 5 8 0 4 .7 7 6 2 ,9 2 8

1,4 1 1.0 3 ,9 0 1,8 3 5 3 1.7 7 6 3 2,4 7 4 3 6 .0 1 1 2,0 0 0 3 6 0.0 7 4 3 ,8 3 0 7 1 3 .0 6 2 7,9 9 1

1 ,4 1 2 ー0 4 ,1 0 0 ,8 1 5 3 6 .0 1 6 7 7,2 2 3 4 3 .2 1 3 4 ,3 0 0 3 6 1.0 7 4 5 ,9 5 0 6 3 3 .6 6 8 7,2 8 3

1.4 7 7 .0 4 ,3 4 8 ,0 1 7 3 6.1 4 7 5 2 ,9 9 4 6 8 .0 1 5 5.3 0 0 3 6 1.0 7 5 2 ,7 5 0 5 6 9.0 6 5 2 .8 6 5

飼 料 作 物
畜 産 戸 数

酪 農 肉 用 牛 * m

作 付 面 積 生 産 額 飼 育 数 生 産 額 飼 育 数 生 産 額 飼 育 数 生 産 額

h a 千円
6 6 2 3 ,0 9 0

千円
2 .9 7 3

千円
3 6,3 6 8

千円
4 1 8 1 4 7,1 0 0 7 8 9 ,6 5 0 6 8 1,9 8 1 9 4 7 ,8 4 4

5 6 8 2 0 0,2 0 0 5 7 3 3 ,4 1 5 9 8 5 ,9 6 3 2 .6 1 7 7 0 8,5 0 0 3 0 ,5 8 8 1,2 2 9 ,9 0 4

6 6 9 2 3 5,5 0 0 5 1 0 3 ,6 9 9 1,2 8 0 ,7 8 0 2 ,2 7 0 9 2 1,9 5 8 3 3 ,4 3 3 13 6 8 ,2 9 0

7 2 0 2 5 2.6 0 0 4 9 9 4 ,0 0 7 1,4 8 8 ,5 5 5 2 ,3 0 7 8 3 6,6 6 9 4 0 ,0 7 4 1,4 6 9 ,9 0 0

7 4 0 2 6 0,5 0 0 4 6 9 4 ,2 3 6 1,6 8 4 ,8 3 3 1 ,8 5 3 7 8 2β0 1 3 9 ,5 8 3 1,3 7 7 ,7 1 7
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局 L 養 親 め ん 山羊 . 養 蜂
生 産 額 合 計

飼 育 数 生 産 額 飼 育 数 生 産 額 飼 育 数 生 産 額

9 7

千円

4 7 ,0 0 0

千円

-

千円 千円

2 43 0 0 1 5 6,0 4 0 7 7 ,8 9 7 l l ,9 9 8 ,9 4 2

1 3 8 2 7,5 0 0 3 6 ,1 0 0 1 2 8,5 1 6 - 7 8 ,8 0 0 1 3β8 4 ,2 8 9

1 8 3 3 8,9 0 0 . 3 3,0 5 0 1 1 2,2 7 5 - 7 8 ,8 0 0 1 4 4 3 5,9 8 1

2 0 3 1 4 6 ,3 0 0 . 2 0,5 0 0 9 5,1 7 1 - 8 5 ,6 0 0 1 5 ,5 3 3 ,9 3 6

2 0 7 1 1 4,3 0 0 1 5,6 0 0 5 5,4 5 9 - 1 4 1 .7 7 7 1 5 ,4 0 5,2 0 2

力　漁家戸数及び漁船数

区 分

年 度

戸 数 漁 船

総 戸 数 m m 兼 業 動 力 船

4 9 8 8 7 6 0 8 2 7 4 1 4

5 0 8 9 6 6 0 8 3 6 4 1 5

5 1 8 6 8 6 0 8 0 8 4 0 4

5 2 8 6 8 6 0 8 0 8 3 7 8

5 3 1.0 4 5 6 0 9 8 5 3 0 1

キ　水産物生産状況

区 分

年 度

乾 ノ 1j 負- 海 水 魚 淡 水 魚

生 産 量 生 産 額 生 産 量 生 産 額 生 産 量 生 産 額 生 産 量 生 産 額

4 9
千枚 fH

3 8 5,1 2 2
I 千円 I f p) t 千円

3 3 ,1 2 1 2 .9 8 5 1 0 1,5 0 0 2 6 4 2 3 0,9 5 6 1 8 0 1 5 2 ,7 8 2

5 0 4 8 ,2 1 0 5 4 7 ,1 3 8 3 ,5 8 3 1 王7,9 4 8 2 8 2 2 2 9,0 6 8 1 9 2 1 7 0 ,8 0 0

5 1 5 1 ,9 2 7 7 2 5,5 9 7 4 ,9 5 1 2 2 0,9 1 0 2 5 5 2 1 2 ,6 2 5 1 9 2 1 8 2 ,8 3 4

5 2 4 8 ,6 9 4 8 9 1,0 4 7 1 ,3 1 8 1 2 8,2 9 4 2 1 7 2 3 2 .0 3 6 1 8 6 1 6 4 ,9 7 9

5 3 9 0,3 5 8 1,3 6 5,6 6 7 1 3 6,6 7 4 2 0 8 2 5 3,9 7 4 1 7 0 1 2 5 ,7 0 9

ク　農業協同組合

名 称 所 在 地 組 合 長 組 合 一員 設 立

熊 本 市 農 業 協 同 組 合 南熊本 1 - 7 - 2 6 津 田 治 男 6 ,2 8 4 晒 4 0. 4 . 1

秋 津 町 農 業 協 同 組 合 秋津町沼 山津 1 5 2 5 野 田 静 夫 4 4 4 2 3 . 5.1 9

供 合 農 業 協 同 組 合 上南部町 1 1 2 0 岡 本 篤 4 2 1 2 3. 4 .3 0

小 山 戸 島 農 業 協 同 組 合 戸島町 5 6 - 3 寺 村 徳 行 4 5 0 2 3 . 5.1 0

熊本 市 畜 産農 業協 同 組合 健 軍町 2 4 3 2 i革 田 治 男 8 7 4 2 3 . 5.3 1

青島飽畜産農業協同組合連合L会 草葉 1 - 2 1 岡 本 篤 4 3 3 . 7 .1 5

熊本市 中央酪農業協 同組 合 本山 1 1 5 高 田 哲 精 3 6 3 6 . 8 .3 1

熊 本 市 酪 農 業 協 同 組 合 東本町 2 - 1 高 木 事 人 8 9 3 0 .l l.2 7

熊 飽 開 拓 農 業 協 同 組 合 新大江 1- 6 三 浦 理 助 4 7 4 7 . 3.2 7
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ケ　漁業協同組合

名 称 所 在 地 組 合 長 組 令 員 設 立

松 .尾 漁 業 協 同 組 合 松尾町上松尾 4 4 1 1 黒 . 田 正 明 1 6 8 昭 2 4 . 6.1 5

小 島 漁 業 協 同 組 合 小島下町 3 6 3 4 - 2 ア ffi # 2 9 1 2 4▼ 6 .1 3

沖 新 漁 業 協 同 組 合 沖新町 4 1 6 4 井 手 . 正 徳 4 6 2 2 4 . 7. 4

熊 本 市 漁 業 協 同 組 合 手取本 町 1 - 1 北 口 政 義 2 0 4
L

2 4 . 4 .2 2

(2)主要事業

ア　農林関係

農業振興地域整備計画

この事業は.農業振興地域整備法に基づくもので、地域農業の健全な発展と農用地の確保を目的とし

たもので本市では昭和4 6年1 0月市布化調整区域内7,236ha(うち農用地4,254ha)について農業振興

地域の確定をうけ、今後おおむね1 0年を目標とする整備計画をたてている。計画にあたっては、ミカ

ン、野菜.米.花井、乳牛、肉牛を重点作目として遺足し、これらの作目を対象として、農用地利用計

画、生産基盤の整備開発計画、農地保有の合理化計画、近代化施設の整備計画など生産から流通に至る

-　総合的な事業計画を策定している。今後においてCL　これら各種事業の積極的な推進により、生産性の

高い自立経営農家の育成と高度な営農団地の確立が期待される0

地域農政特別対策事業

本事業は、意欲的に農業にとbくむ地域農業者の創意と=夫によって農用地の確保、有効利用、農業

生産の趣h手の育成等を図少、新しい時代に対応した豊かで住みよい地域作bをE]的として、昭和5 2

年度から昭和5 7年度まで実施されるものであり、事業内容は、地域農政推進活動(実施期間3カ年) 、

地域農政整備事業(実施期間2カ年)となっている。

市では、昭和5 3年度農業振興地域関係8 3集落について指定を受け、同5 5年度までの3カ年にわ

たり、集落懇談会、意向調査等の推進活動を実施し、農家の意向を反映巷せた総合推進方策の策定につ

とめている。

生産流通整備対策事業

地域の重要な農産物について、社会経済事情その他の変動に対応し、適地適作による米麦、畑作.野

菜、果樹、碓井、樹芸等の生産団地を育成する一方、生産粗放の整備強化.機械、施設等の導入を促進

し、近代的な農業生産と流通体制の整備強化をはかる。
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水田利用再編対策事業

昭和5 2年度まで実施された水田総合利用対策に変9-、米の需給均衡及び今後増産の必要夜農産物の

生産振興と国内資源に依存する食生曙への誘導を推進し、農産物の総合的自給率の向上を図ることを目

的として、水田利用再編対策が向う1 0カ年間実施されることとなった。そのため本市にかいても地域

に通した転作と、その定着化を図るための普及指導を実施し、農家の所得増大に努めている。

昭和5 3年度稲作転換E]標面積　　5 5 9ha

実施両横　　6 3 4ha

実施農家戸数　3,663戸

達成率　113.3%

高能率集団営農推進対策事業

本事業は、小山戸島地区の主要作物である生食用カンショを主体にたばこ、スイカ、麦、大豆を対象

とした総合畑作改善を目指しながら、畑作兵家の営農体系を確立するため、昭和5 3-5 4年度の

2カ年間に亘れ営農組放育成、貯蔵機械施設整備事業を推進する.同時に畜産農家との連携を密にし

て、良質推厩肥の畑地還元を助長した土づくDを図るた妙、地力維持培養対策事業を推進し、これらの

機楓施設を中心尼生産の組放化を推進し、生産団地の育成を図る。

農業後継者育成

農業に携る青少年後継者クラブ員相互の情報交換と親睦をはかれ社会的、経済的坤位の向上を目的

に研修及びレク1)ェーシコンを主として活動している熊本市農業後継者クラブ並びに若緑4Hクラブに

対し指導育成を行うとともにこれらの農業後継者が実施する機械の導入及び施設の設置等に対し市単独

の育成資金を融資している.また、優秀な農漁業後継者の育成、確保を図り本市農林漁業の発展を期す

るため、農聴業後継者花嫁対策事業を実施している。

市営造林事業

治山、治水、水源滴養、覆境保全等の目的で、昭和2 8年から造林事業を実施し、現在市域内をはじ

め白川水系を中心に3 20.4 8 haの分収林を造成し、造林事業を通し市民意識の高揚と経済林としての効

用を高め、将来の財源確保を図る。
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造林事業一覧

( 昭 5 4 . 4 . 1 現 在 )

造 林 地 の 名 称

( 又 は 団 地 名 )
造 林 地 の 所 在 地 面 横

* ォ

年 月

事 業 区 分

分 収

歩 合

契 約

年 数
備 考市 直 営 事 業 県 保 安 林 事 業

面 穣 樹 種 面 穣 樹 種

講 和 記 念 林 阿蘇 郡 波 野 村 波 野 字 義 兵 曽 h a

l l .6 S

昭 2 8 .4
h a

ス ギ

h a 市 6 分 年

波 団 地 3 5 6 1 一 . 7 5 .5 3 地 主 ▼4 4 0

講 邪 記 念 林

( 中 江二団 地 )
〝 中 江 字 日 向

5 0 3 外 3 隼 2 a 4 6. 1 2 〟 〟 〟

熊 本 市 民 甲 山

阿 蘇 郡 白水 村 中故 字 小 屋 場

3 8 4 6 の 4 - 1

tt 3 S

4 1 . 2 0

2 9 .3 l l.6 7
与 ノ章

〟 6 5

3 0 .3 1 6 .5 1
スギ . ヒノ
辛 .. マ ツ .
11 寸ノ、ン′

〟 〟

3 1 .3 5 .0 0 〟 ff 〟

3 2 .3 a o 2 〟 * 〟

国 連 加 盟 記 念 林
熊 本 市 清 水 町 万 石 字 乗 越

6 7 2 の 2 0 7 外 1 葦 0 . 6 7 3 a 4 0 .6 7 ヒ ノ キ 〟 5 0

市 制 7 0 周 年 記 念 林
熊 本 市 上 高 橋 町 字 烏 帽 子

1 0 9 0 の 3 l l . 8 2

3 6 .3 6 .2 1 〟
市 7

<S ) 3
4 5

3 7 .3 5 .6 1 a 〟 〟

* ') :蝣 f ., ?

記 念 林

菊 池郡 大 津 町 真 木 字 弥 護 山

1 4 6 2 の 4 ー 5

3 5 .3 5

4 0 .3 9 .0 0
ス ギ

ヒ ノ キ

市 6

地 主 4 〟

〟

1 4 6 2 の 4 4 1 .3 1 0 .0 0 〟 〟 〟

〟

1 4 6 2 の 4 - 5
4 2 3 1 0 .0 0 〟 〟 〟

〟
1 4 6 6 の 3 外 2 輩 4 i 3 6 .3 5 〟 n 〟

明 治 1 0 0 年

記 念 拡 大 林

'if m m m s B m 雇

2 1 1 5 の 1

4 7 . 4 5

4 5 3 2 0 .0 0 ヒ ノ キ 〟 4 8

′′ 4 6▼3 1 5 .0 0 〟 〟 〟

〟 4 7 .3 1 2 .4 5 〟 〟 〟

PPJ一株 郡 西 原 村 冨 山 字 井 手 口苛

2 4 4 8 外 2 3 . 5 4

4 8 .3 1 5 .5 4 〟 〟 〟

〟 4 8 .3 R O O
董寿 蔓

〟 n

明 治 1 0 0 年

記 念 林

W f iii 主【 三m r K iisi 這ノ

1 4 6 6 の 3 外 2 輩

6 3 .l l

4 a 3 a 6 5
ス ギ

ヒ ノ キ
〟 4 5

〝 真 木 弥 議 山

1 4 6 0 の 2 ～ 4
4 4 3 1 」 9 2 〟 〟 〟

〝 未 木 東 野

1 4 7 7 の 3 外 6 隼
4 5 .3 9 .8 5 〟 〟 〟

〝 真 木 東 野 1 4 8 1 の 3外 6葦

〝 真 木 乾見 ケ峯 14 6 6 の 1 4 外 3垂
4 6 .3 1 2 .0 0 〟 a 〟

I,k ,チ
S .7 3 h a

' .・S -7 * .

〝 真 木 野 護 u J

1 4 5 9 の 1 外 4 筆
4 7 .3 l l.0 0 〟 〟 〟

〝 真 木 東 野 1 4 7 7 の 3

外 6 隼 5 1.3 2 .8 9 〟 〟 〟

〟
5 2 .3 1 0 .8 0 ヒ ノ キ 〟 〟

〝 真 木 我 見 ケ 峯

1 4 6 6 の 1 3 外 2 査

5 1 .2 0

4 4 3 l l .3 0
蝣」 蝣・

〟 〟

n 寛 木我 見 ケ峯 J

の 1 0 仇 1 筆
4 5 .3 1 0 .0 0 〟 * 〟

u 真 木 花 見 ケ峯

1 4 6 6 の 7
4 6 .3 9 .5 0 〟 〟 〟

菊 池 都 大 津 町 真 木 花 見 ケ 峯

1 4 6 6 の 7
4 7 .3 1 0 .3 0 〟 〟 〟

〟 4 9 .3 4 5 0 〟 〟 〟

〟 5 0 .3 a -i o 〟 〟 〟

〟 5 1 .3 2 .2 0 〟 〟 〟

森 の 都 宣 言 記 念 林
熊 本 市 松 尾 町 llE 松 尾 字 荒 谷

1 8 8 9 外 8 筆
1 8 .7 0

4 9 .3 l & O O ヒ ノ キ 〟 4 0

5 0 .3 3 .7 0 〟 〟 〟

森 の 和 宣 書 記 急

拡 大 林

僻 本 市 放 鳥 町 上 牧 尾 字 普 代 山

1 8 3 5 外 1 葦
1 1一2 9

5 0 .3 6 .0 3 〟 〟 5 0

I/ 内 通 1 6 8 0 5 1. 3 5 .2 6 〟 〟 〟

地 方 自治 3 0 周年 熊

本 5 0万 都 市 記 念 林

熊 本 市 池 上 町 字 東 平 山

3 0 8 0 - 5 - 1 - 1 4 .5 0 5 a 3 4 5 0 〟
市 7

匡 - 3 4 0

計 3 2 0 .4 8 2 3 1 .7 5 8 a 7 3

-164-



イ　畜　産　関　係

優良種畜導入事業

畜産経営の安定化を期するため、能力、品質等経済性の高い優良種畜を導入し、生産コストの低減を

図るため.本市畜産振興資金の貸付けにより、乳牛、種豚、種属等優良種畜の導入を促進し、品種の改

良、増殖に努めている。

肉畜導入及び家畜飼養基盤の整備事業

肉盲の生産団地を形成し、畜産の振興を図るため、市畜産振興資金及び系統賢金等の利用による肉牛、

肉豚共に県内各市場よD導入し、肉苔の増殖に努めるとともに、畜産経営の省力化及び効率化を図るた

め、畜産施設の整備拡充等経営の集約化をすすめ、農家所得の増大に努めている。

自給飼料増産対策事業

従来の畜産経営はその大部分を輸入飼料に依存しているが、将来にわたり、輸入価格は不安定に推移

するものと思われる。

このため、本市においても、国県の施策に基づき、飼料作物生産振興対策事業及び緊急粗飼料増産事

業更に、水田利用再編対策等に横極的に取り組み・自給率の向上を図り、畜産経営の安定に努めているc

畜産環境保全事業

最近、畜産廃棄物の環境汚染が巷間に伝えられ、問題が提起されてきたが、これが対策として.市の

畜産施設資金及び国、県の環境保全事業に則り、ふん尿処理施設の開発をなし、畜産廃棄物の処理対策

に努めている。

畜産団地育成事業

畜産の規模拡大による経営の合理化と併せて畜産公害対策の一環として、国、県の施策に則り、畜産

団地育成事業に取り組み意欲ある畜産農家に対し、資金及び技術面の指導に努めている。

ウ　水産関係

水産業経営安定対策事業

水産業の経営安定を図るため産業振興資金の貸付けによれ優良種苗の導入、漁船の建造、養殖機械

等の近代化を促進すると共に.制度資金活用の方途も合せて指導している。

魚貝類増殖対策事業

魚貝類の繁殖保護を促進し生産の増大と漁家経営の安定を図るため養殖技締指導の徹底と汲水魚増殖

事業、クルマエビ、ガザミ放流事業、月類資源復旧事業等を実施している。
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漁港整備事業

水産業の基盤である漁港施設の整備事業を促進し、漁業生産活動の円滑化を図っている.

エ　耕地関係

熊本平野南部地区湛水防除事業

本市南部水田地帯は主要排水河川である天明新川、木部川、加勢川の排水能力の低下と、都市化に

よる排水量の増加によって,毎年降雨期には.農作物に湛水による被害をもたらしている。

このようなことから、県が事業主体となって、受益面積88 0 ha、総工費1,370,000千円(予定)

工期昭和4 3 -5 3年度C当初)をもって着工し,主要排水河川である加勢川へ排出するため、大型排

水機5基を設置すると共に、現在、導水路等の整備が進められているが、加勢川改修の遅れにより、完

成は、昭和5 5年度以降になる見込みである。

本事業完成後は、湛水時間の縮少、労力の節減.更には,裏作物の生産拡大による生産性の向上が見

込まれる。

事業費負担区分~　　　国　60%　　　県　25.5'　　　市14.5%

熊本平野小島地区湛水防除事業

本小島地区の排水系統は、石塘堰系であるが、各流域水路を経て排水樋門より坪井川に排出まれている

る。

しかしながら、地区内及び坪井川流域の開発に伴い、流入水量の増大、土砂堆積による河床、水位の

上昇等によって、排水樋門の機能が減退し、毎年降雨期には農作物に湛水被害が発生している。

そのため、県が事業主体となれ受益面積1 58ha、総=費375,000千円、工期昭和48年～

5 4年度をもって実施されており、本事業の完成後は湛水排除、労力節減、農地の高率利用等が見込ま

れ、更に地区内集落の生活瑳境の改善向上が期待される.

事業費負担区分　　　国　55%　　　県　25.5%　　　市19.5%

用水路下水化対策事業

都市化の進展に伴う、用水路の汚染化に対処するため、昭和4 2年度から都市排水の依存度の高い主

要水系の汝漠及び改良を実施している.

昭和4 2-5 3年度の実施状況は、渡鹿堰系水路1 1,5 0 1 m、石塘堰系水路3,0 5 5m、三本松堰

系水路1, 0 0 0mとなってお9 、今後の計画は下記の通りである。

年 度 事 業 内 容 予 定 叡 年 度 事 業 内 容 予 定 額

5 4 1 , 5 0 0
千円

8 2 ,0 0 0 5 8
m

1,0 0 0
1 千円

8 0 ,0 0 0

5 5 1, 3 0 0 6 5 ,0 0 0 5 9 1 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0

5 6 1, 0 0 0 7 0 ,0 0 0 6 0 1, 0 0 0 8 5 ,0 0 0

5 7 1 , 0 0 0 7 5 ,0 0 0 6 1 1 ,0 0 0 8 5 ,0 0 0
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用排水路整備特別対策事業

湛水防除事業の推進と共にその効果を一層高めるため、排水機場及び関係河川-の流下促進をはかる

ため、末端用排水路を整備するもので、昭和5 1-5 3年度までに,事業費1 5 7,4 6 0千円をもって

2,8 9 3mを実施した。

なお、今後の計画は下記の通りである.

年 度 事 業 内 容 予 定 額 年 度 事 業 内 容 予 定 額

5 4
m 千円

5 6
m 千円

1,0 2 0 1 0 0,0 0 0 1,5 0 0 1 5 0 ,0 0 0

5 5 1 ,0 5 0 1 1 0 ,0 0 0
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(3)農林漁業振興資金貸付

ア　農林漁業振興資金貸付一覧

貸 付 金

の種 類

貸付けをする

-k *
貸付けの対象となる事項 貸 付 金 の 限 度 償 還期 間 転貸利率 償還方法

農林資金
農業協同組合

銀 行

施設資金

温室、ハウス、潜水
加温、防除、農産物
貯蔵運搬等の施設

事業費の8 0 % 以内
(共同 施設については

1 0 0% 以内)
3 年以内

年利 3.5

2SS is

元金均等年

賦払

果樹経営安定資金

津水加温、防除、貯蔵
運搬等の施設

事業費の8 0 % 以内
(共同施設については

1 0 0 % 以内)

5 年以内

農業機械資金
耕 うん整地用機具、栽
培管理用機具、防除用
機具、収穫調整用機具

等

事業費の8 0 % 以内
(共同購入等について

は 1 0 0 % 以内) 3年以内

種苗資材資金

種首購入、資材購入等
事業費の8 0 % 以内
(共同購入等につい七

は 1 0 0 % 以内)

5 年以内

農 業 及

cf サ *
農業協同組合
漁業協同組合

農業及び漁業後継者が新
しく実施する家畜、種苗
養殖用稚魚 資材 機械

1 人につき6 0 万円
3 年以内 な し

元金均等年
ft m -ァ
育成資金

銀 行 "、 、等の購入及び施設の設置

等

以内 賦払

畜産資金
農業協同組合
銀 行

種 畜 導 入 資 金

乳牛 (舵)

1頭につき35 万円以内
4 年以内

年利 3.5

% 以内

元金均等年

既払馬 1頭につき35 万円以内
豚 1頭 わ̀ き10 万円以内

3 年以内

家 畜 導 入 資 金

肉用牛

1 頭につき30 万円以内
2 年以内

豚

1 頭につき2 万円以内
年 度 内 - 時 払

畜産施設資金

畜舎の新築 .改造又は
器具の時人等

1件につき5 0 万円以内 3 年以内
年利3.5

IHISIa
元金均等年

賦払
畜産ふん尿処理施設資金 1件につき5 0 万円以内 3 年以内

な し畜舎移転資金 1 件につき8 0 万円以内 5 年以内

水産資金
漁業協同組合

農業協同組合

銀 行

養頼資材種苗
(海面) 1件につき5 0 万円以内 年 慶 内

年利 3.5

% 以内

一 時 払

養殖機械器具
(海面) 1台 につき50 万円以内 3 年以内

元金均等年

賦払

養殖施設 .
(内水面) 1件につき50 万円以内 3年以内 元金均等年

賦払

種魚 ( 内水南 ) 1 件につき50 万円以内 年 度 内 一 時 払

稚魚 ( 〟 ) 1 件につ き50 万円以内 2 年以内 元金均等年
賦払

漁船建造 1 隻につき50 万円以内 5 年以内 元金均等年
賦払
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イ　貸　付　状　況

資 金 名 区 分
5 2 年 度 5 3 年 度

件 数 & 」 件 数 金 額

農 林 施 設 資 金 4 6
2 9,0 0 ㌔円

4 4
3 0 ,9 5 0 円

果 樹 経 営 安 定 資 金
- - 1 6 1 0 ,0 0 0

農 林 機 械 資 金 9 5 2 6,5 4 0 9 0 3 5 ,5 0 0

農 林 種 苗 資 材 資 金 1 7 6,8 0 0 2 4 8,5 0 0

農 業 及 び 漁 業 後 継 者 育 成 資 金 1 5 9,0 0 0 3 3 1 9,8 0 0

種 畜 1導 入 資 金 3 9 1 3,0 0 0 6 0 1 8,5 0 0

家 畜 導 入 資 金 9 3 9 4,5 0 0 8 4 1 0 7,5 0 0

畜 産 施 設 資 金 1 8 6,0 0 0 2 9 6,0 0 0

ふ ん 尿 処 理 施 設 資 金 1 7 6,0 0 0 1 5 6,0 0 0

畜 舎 移 転 建 設 資 金 7 5,6 0 0 2 1,6 0 0

養 殖 資 材 種 苗 資 金 6 0 1 2,0 0 0 6 0 1 2 ,0 0 0

養 殖 機 械 器 具 資 金 1 7 2,5 0 0 2 0 3,7 5 0

養 殖 施 設 資 金 5 1,0 0 0 1 0 2 ,0 0 0

種 魚 .. 稚 魚 資 金 3 2 5,1 0 0 2 6 5,1 0 0

漁 船 建 造 資 金 3 3 1 2,6 0 0 3 3 1 3,0 0 0

(4)　農業共済事業

農業者が不慮の災害によって受けた損失を補てんし、農業経営の安全を図るため本市においては、農作物

蚕蕗、家畜の3部門にわたる共済事業を行っている。

53年度実施状況

対象農家戸数　5,078戸

項 E

種 別

加入

者数
引 受 数 共 済金 額

単 位
当 た り
平 均

芯蝣im 喜.

共 済 掛 金 掛金負趣
割 合

国 農

蔵 書 数
支 払

共 済 金
被 書率

総 額 国庫負担 農家負趣

負

作

物

水 稲 1966
268ユ09 a

10.261,0811輸

千fgl 円
2380

千円 千円 千円 % % r> a
6,176

千円 %
2B鼠346 63,767 333 22 29,845 531 46.8 379 1L963 Old

陸 稲 282
6,460

91:626
25,74 6 11500 8,698 U 58 23 40 73ユ 26.9 274 62 84 21680 92.0

麦 914
31 097

547,29 4
88,66 1 6526 11 267 1539 1728 71、9 281 495 20327 1,650 19

計 U 62
307,66 6

10,9的00 1
2,997,75 3 85,732 49,819 355 13 1,148 327 87 37,293 1.2

義

m

* * A 4 125 5" 39 2 474 6 3 3 530 47.0 0
節

0 0

初樹 4 100 0 310 700 7 4 3 520 4W 0 0 0 0

醜樹 3 1100 299 2.0 75 27 14 13 51D 49 0 0 0 0 0

計 ll 35.65 1,001 40 21 19 0 0 0 0

衣

乳 牛 111
261 7頭 151,665 142 56 37,308 18,654 1&654 弧0 500

死〔二郎 256 9.50 1 63

病 傷 祁40件 2&0 2一 17.2

把 育 牛 81 963 52.900 5.711 w oo 2.750 2,750 50」 50.0
死亡雇用 34 1594 3D

病 顔 690 1786 7l2

肉 用 牛 0 0 0 0 0 0 0 0 0
死t==虎用 0 0 0

m * 0 0 0

一 般 馬 24 95 17,400 555 15 5274 21 10 al64 ー0D 馳0
醐 用 14 1.603 9.2

病 傷 106 810 47

畜
揮 雄 鳥 2 2 300 55 00 ll 4 7 40.0 GOD

棚 用 0 0 0

病 体 3 16 53

計 2 8 35 77 222265 48,093 21518 24575
死亡流用 304 12.698 5∫

病 鳥 4.43 9 恥636 138

合 計 539 1 3221,019 131865 733 58 60507 - 80.62?
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10　緑　化　推　進(森の都作戦)

(1)　概　　況

健康で良通な生活環境づくりを目的とした緑化運動「森の都作戦」は、昭和4 7年9月市議会におけ

る「森の都宣言」を可決以来着々とその成果をあげている。

すでに7年目を迎えたこの作戦は市民の関心と理解を得て急速に進展しつつあるが、これからも緑の

マスタープラン「縁の荷づくり計画」に基づき2 0年、. 3 0年後の縁につつまれた潤いのある郷士の姿

を描きながら精力的に緑化を進め縁と水に輝く森の都の再現をめざしているO

(2)森の都作戦推進体制

本　部　長　　市長

(3)事　業　内　容

第一次日原を昭和6 0年とした緑の街づくり計画に基づき下記の重点施策を計画的に推進する。

ア　緑の保護・造成事業

面内に点存する由緒ある名木、大木、古木の保護育成

緑地の保全

公園、学校、公共施設等の緑化

公園緑地の確保と整備

街路の緑化

縁のモデル団地づくり

市営は場の育成管理

イ　市民運動の展開

緑化思想の普及徹底

市民運動の助長育成

家庭の緑化

記念植樹運動
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(4)事業実施状況
(昭和53年度)

事 業 名 事 業 概 要 金 額 担 当 課

縁 の 保 全 保存樹木等の育成維持管理
3,5 4㌔円

線 化 推 進 課

縁 化 啓 蒙

市民運動による地域の緑化、縁の相談業務、

記念樹配布 (新築、新成人、市民運動植樹 ).
l l,2 8 4

緑 化 推 進 課

ツタ.首配布、生垣奨励補助、学校蒙境線化 コンク

ール、植木市
観 光 課

苗 木 育 成 ほ場の育成維持管理、花苗委託栽培 5,9 9 8 緑 化 推 進 課

公 園 緑 化
新設公園、既設公園、熊本城公園、北岡自然公園 14 ,3 0 2

′
緑 化 推 進 課

等の植栽並びに補植 (7,0 5 1 ) 公 園 課

学 校 緑 化 新設校並びに未整備校植栽、線化啓蒙用苗木配布 10,2 9 7 緑 化 推 進 課

団 地 緑 化 市営団地植栽 5,3 0 4
( 5,3 0 4 )

住 宅 課

市 施 設 緑 化
東部清掃工場、動物園、健軍消防署、競輪場、東

部市民セy クー等の植栽等
35,5 8 1

線 化 推 進 課

事 業 課

東 部 公 民 館

街 路 線 化
街路樹新棟並びに補植

筏壇及びフラワ- ポッ トの硬置
15,6 1 6 緑 化 推 進 課

公 共 施 設
街路樹その他の公共樹木の害虫廃除、防除、努定、

28,8 7 7

緑 化 推 進 課

住宅課、 施設課

開 発 公 社樹 木 管 理
移噂等

生活堤境保全林
整 備事業 関 係

森 林 買 入 立田山の森林買入 ( 7.5 ha ) 5 4 ,0 5 0
縁 化 推 進 課

森 林 .整 備 保全林内の自然林造成、改良、歩道新設等 13,5 1 5

保 全 林 施 設

整 備 管 理 保全軍内の下刈、施肥1 除草剤散布等 1,2 0 1

地方自治 3 0 周年
熊本 5 0 万都市記
念林

ヒノキ造林、4.5 h a補植 3 8 2 農 林 課

計
1 9 9,9 5 1
( 1 2,3 5 5 )

(荏) ( )は補助事業

11　食肉センター

昭和13年

〝　20年

^KMS E∃

〝　44年

〝　48年

〝　51年

市営と畜場として創業開始。

・こ'・.'サ.∴ I:.い蝣1蝣l:、 rL。.;こ蝣・Wlll">∴ L lJ 守.A一郎vh.

旧と畜場を廃止、隣接地を買収し近代的食肉センタ-を建設O (総工費2億1千万円)

食肉衛生検査所を開設。

食肉卸売市場は「畜安法」に基づく指定市場となる。

総工費1億5千余万円で業務棟増改築及び公害対策を実施した。

-171-



(1)施　設

所在地　熊本市南熊本2丁目3番1号

敷地面積　10,443

施 設 名 称 構 造 面 積 能 力 備 考

食肉センター事務所 木造瓦茸 2 階建 2 7 2 irf 1 階 1 4 3 m2 2 階 1 2 9 i㌔

懸 肉 皇 鉄筋コンク .) - ト、一部

屋根鉄骨 コンク 1) I ト

2 0 0

食 肉 卸 売 場 3 10 昭 4 8 . 7 冷房設備

冷 蔵 庫 〟 4 3 2
豚 換 算

1,2 0 0本

昭 3 9.1 2 1 9 2 m2設置

昭 4 2.1 1 2 4 0 t㌔増設

昭 5 0. 2 改良工事竣工

と 室 ′′ 9 2 3

解体室 7 2 1 i

内臓処理室 1 7 7 nf

畜糞処理室 2 5 nf

け い 留 所 鉄顛コンク 1)ー ト 4 0 6.4
小動物収容所 2 4 7 .5 m2

大動物抑留所 1 5 8.9 m2

病 畜 と 室 鉄筋コンク T} - ト 7 0

浄 化 槽 活性汚据方式

日間処理

能 力

7 5 0 t

昭 4 0.3 2 5 0 t 設置

昭 4 2.6 2 5 0 t 増設

昭4 8.1 0 2 5 0 t 増設

焼 却 炉 鉄顛スレー ト茸 1 2 4 3 基
1.5 t処理炉 2 基

2 t 処理炉1 基

出 荷 者 控 童 木造亜鉛引鉄板茸 4 8

食 肉 衛 生 検 査所 鉄筋 コンク 7} I ト2 階建 2 4 2 1 階 1 2 1 階 1 2 1 m

(2)と　殺　頭　数

区 分 年 度 5 0 5 1 5 2 5 3

午 6 ,9 8 4 ( 2 5 ) 6 ,2 3 4 ( 2 0 ) 7 ,5 9 1 8 ,0 1 7

局 4 ,3 4 0 4 ,7 5 3 4 ,2 9 5 3 ,9 1 5

豚 2 1 3 ,1 3 5 ( 9 2 ,8 9 1 ) 2 1 9 ,5 0 2 ( 1 0 6 ,0 0 5 ) 2 4 6 ,8 3 4 2 3 7 ,0 7 8

午

( 6 O k ? 以 下 )
1 9 8 1 4 3 1 4 5 1 1 9

幼 駒 2 1 - 2

緬 山 羊
2 0 k* 以 上 1 2 2 3 6 9

2 O k? 以 下 2 - - -

計 2 2 4 ,7 8 3 ( 9 2 ,9 1 6 ) 2 3 0 ,6 3 6 ( 1 0 6 ,0 2 5 ) 2 5 8 ,8 7 1 2 4 9 ,1 4 0

(荏)　(  )は上場頭数を示す

¢)使用料及び手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　円)

転 . 区 分
午 馬

- 午
豚 (60 kサ以下 幼 駒

緬 山 羊
改正年 月 日

2 0 k? 奴 上 20 k?以下

と畜 場 使 用 料 7 5 0 7 5 0 5 0 0 2 50 4 5 0 1 50 5 0
昭 5 1.4

解 体 料 1ー5 0 0 3,0 0 0 3 7 0 3 0 0 5 0 0 1 5 0 1 50

検 査 手 数 料 4 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 50 50 昭 5 4.6.1

格 付 手 数 料 1 5 0 - 5 0 - - - - 昭 5 1.4
冷 蔵 庫 使 用 料 12 0 1 2 0 60 6 0 6 0 6 0 6 0

市 場 使 用 料 売 上金 額 の 1,0 0 0 分 の 2 以 内 昭 4 8 .1

(4)　と畜場内と殺検査数(食肉衛生検査所)
(昭和53年度)

種別

区分

午
と く 属 豚 緬 山 羊 計

役肉用種 乳 用 種

扉数 (戻) 4 ,1 8 9 3,6 8 3 2 6 3 3,9 1 6 2 3 7,1 2 5 9 2 4 9,1 8 5
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12　農業委員会

(1)農地等利用関係の調整

ア　農地に関する許認可事務

農地法に基づく各種権利の設定、移転及び転用等についての許認可並びに証明事務を行っている。

農地法関係申請処理状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和5 3年度)

項 目 法 3 条 法 3 条 畠4 ～5粂 法 2 0 条

(冨莞 芸 ) 非農地証明
その他

の 合 計
負

区 地 区 名

(所有権移転 ) (貸借権設定 ) (宅地への転 申 請

件数 面 積 件数 両 横 件数 面 凍 件数 面 穣 件数 面 積 件数 件 数

1
島崎 横手
花園 池田 5

2in
699 4

nf

146

2m
6 2J327 8

2
m

8,68 7 3

2m
798 27 189

2

春 日 二本木
新土河原 連台

寺 八島 田崎
2 1.78 0 1 885 60 293 57 8 64 75 18 89

3 春竹 柾 本山 3 3 114 59 3 13 44 7 4 3

4 画図 2 1 1 3β40 1 25 11 5 0 3 2.108 2 1.844 17 9 1

5 健軍 神水 4 2.747 2 1万45 16 9 10 7β60 3 29 38 12 190

6 清水 6 31 23 1 5β63 18 0 1 14S 33 6 52 39 2 15 4 15 2 10

7

a アs m

鳶 八幡 合志
刈革 白藤

6 52 04 1 3,73 1 7 0
I

350 49 3 80

8
繋 鑑

1 4 145 48

-
105 4 8,165 8 4,928

-

14 14 1

9
大江 出水
渡鹿 保田錘
新南部

5 7β9 5 1 22 10 13 2 6 6,83こZ

I

2 1.0 33 10 1 50

1 0 元三 野田 八幡 1 9 16,0 88 1 55 27 2 7 139 51 3 30 63 4 54

l l 田迎 1 9 7β0 5 4 35ユ4 5 80 4 4万78 3 13 63 1 7 1 23

1 2 御幸 2 5 373 05 3 4 75 34 4 1 5 263 0 3 5J 29 ll 83

1 3
池上 戸坂

谷尾崎 上高橋 18 2 93 66 28 18J 9 2 1 1ユ4 8 5 52

1 4 :妖山 2 0 192 7 2 3 105 04 57 2 3β4 8 2 3β50 9 91

1.5 秋津 10 4ユ0 3 4 25β76 79 3 1万00 2 3β18 1 79 5 1 01

16 松尾 3 4 895 7 3 1 7β0 1 25 434 48 2 6 8 6

1 7 小島 1 5 25,72 1 9 625 6 2 2 1 7J 4 5 4 1,79 3 5 54

1 8 龍田 1 6 19β1 5 1 33 40 99 11 19 37 1 3β45 8 1 25

1 9 中島 沖新 中原 3 9 105,64 7 5 293 55 18 101 26 1 85 56 1 396 3 6 7

2 0

T U J 鹿楠額
弓削 石原 中
筋 摺 部上南 3 3 752 7 6 3 182 05 55 344 0 2 2 1,159 8 10 1

2 1 長嶺 .御飯 1 0 122 22 178 1 11β54 1 23 92 21 2 10

2 2 戸島 小山 6 7 18 42 34 5 80β83 118 2 102 0 1 1 1,196 3 15 39 15 209

合 計 38 8 68 1β58 4 6 34 23 77 17 7 1 12 222 02 60 664 08 14 515 8 26 0 25 39
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農地転用状況

区 分

年 度

個 人 法 人 公 共 団 体 合 計

件 数 面 積 件 数 面 .穣 件 数 両 横 件 数 面 凍

4 9 1 ,6 6 3 6 2 9 ,6 5 4 2 5 6
3 6 8ー4 3 ㌔ .

2 5 2 6 4 ,2 4 6 1 ,9 4 4 1 ,2 6 2 .3 3 6

5 0 1 ,7 0 8 7 1 2 ,8 8 7 2 5 1 4 6 9 ,7 7 4 3 3 1 8 8 ,9 8 3 1 ,9 9 2 1 ,3 7 1 ,6 4 4

5 1 1,9 3 3 7 5 2 ,2 0 1 3 1 9 2 9 7 ,2 5 7 2 2 5 9 .0 2 3 2 ,2 7 4 1 ,1 0 8 ,4 8 1

5 2 1 ,5 9 4 6 2 7 ,5 4 7 3 2 5 3 5 6 ,4 5 2 7 3 4 7 ,2 4 7 1 ,9 9 2 1 ,0 3 1 ,2 4 6

5 3 1 ,4 1 3 6 2 1,9 6 5 3 2 3 4 6 4 ,9 5 8 3 5 1 3 5 .2 7 9 1 ,7 7 1 1 ,2 2 2 ,2 0 2

イ　農地等利用関係紛争処理事業

農地等の利用関係についての争議防止を図るとともに、利用関係紛争について和解の仲介を行っている。

ウ　農地移動適正化あっせん事業

農業振興地域整備計画に基づき農用地区域内にある農地の権利敢得について、経営規模拡大、集団化な

ど農地保有の合理化に資するよう適正なあつせんを実施している0

(2)農家育成対策

ア　農家総合コンサルタント事業

最近の農業をめぐる諸情勢に対応した中核的農家の育成を図るため、地区協力員の協力を得て集落段階

に農業経営改善指導相談、検討会等を実施し、経営改善指導を行うとともに当面する諸問題につき適切な

助言、指導を行っている。

イ　農業者年金業務

農業者の老後生活の安定、経営移譲による農業者の確保を目的とする農業者年金業務を行い、同時に農

地等の買入れ、売渡し、資金の貸付けなどこれらに付帯する事務を実施している。

加入状況　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭54. 4. 1現在)

区 分 当 然 加 入 任 意 加 入 計

加 入 予 定 者 1, 7 2 6 4 0 5 2,1 3 1

加 入 届 提 出 者 1,7 0 4 3 6 2 2,0 6 6

加 入 率 ( % ) 9 8.7 8 9.4 9 6.9

ウ　自作農資金業務

農業者の経営規模拡大または経営維持を図るための農地取得資金、自作農維持資金の貸付資格認定に関

する業務を行っている。
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